
第３期 第２回豊島区子どもの権利委員会 

日時： 令和４年９月７日(水)午後６時～

形式： オンライン形式（ 区理事者： レクチャールーム）

１ 開 会

２ 議 事

 ・「 豊島区子ども・ 若者総合計画」（ 令和２～６年度） 令和３年度実施状況

                               【 資料編】 について

３ 閉会

【 配布資料】

資  料  「 豊島区子ども・ 若者総合計画」（ 令和２～６年度） 令和３年度実施状況 

                                  【 資料編】  

参考資料   「 豊島区子ども・ 若者総合計画」（ 令和２～６年度） 令和２年度実施状況 

                  における子どもの権利保障に関する施策の検証 



目標I　「子どもの権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」部分抜粋

（注釈）

○重点事業は薄橙色で網掛け表示

○再掲事業は再掲している「目標・取組の方向性」の色で表示

令和4年9月7日

第３期第２回　豊島区子どもの権利委員会
資料



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

重点事業 1
「子どもの権利」の理解の

普及・啓発
子ども若者課

子どもの権利に関する

条例の普及を図りま

す。

小学生用リーフレットやマンガ版リーフレット、

妊産婦向け小冊子など、対象に合わせてわ

かりやすい広報資料を作成し、学校や子ども

に関わる施設等に配布します。

普及啓発媒体の種

類

リーフレット2種類

（一般・中高生） で

広報を実施

・ リーフレット等を増や

す（小学生・マンガ

版、妊産婦向け小冊

子等）

・動画等を作成

－
学習用パンフレットの

作成

既存のリーフレット２種類を

区立小中学校にて配付す

るとともに、新たに小学校4

～6年生向けの学習用パン

フレットを作成した。

B

令和3年度以降は子どもの

権利条例周知用パンフレッ

トの内容を改訂する予定ほ

か、新たな普及啓発のツー

ルについて検討する。

周知用パンフレットの

作成。

既存のリーフレット２種類を

区立小中学校にて配付す

るとともに、新たに代々 木ア

ニメーション学院と提携し、

周知用パンフレットを作成し

た。

A

令和4年度以降は新しく改訂

した周知用パンフレットを区内

の小中学生に配布した後、新

たな普及啓発ツールを作成す

る。

不要 ― ―

計画事業 2 「子ども月間」事業 子ども若者課

子どもの権利の普及

啓発のために、「子ど

も月間」（ 11月） に

地域や子どもに関わる

施設と連携・協働して

子どもがいきいきと楽

しく様々 な体験ができ

る機会をつくります。

子どもの権利に関する条例に基づく「子ども

月間」（ 11月） に地域や子どもに関わる施

設と連携・協働して子どもがいきいきと楽しく

様々 な体験ができる機会をつくります。青少

年育成委員会においても地区ごとに運動会

やお祭りなど子どもが地域活動に参加するイ

ベントを行っています。

子ども月間において、

子どもが様々 な体験

ができる機会を提供

するとともに、「子ども

月間」の認知度向上

継続実施 －
広報誌にて「子ども月

間」の周知した。

コロナ禍で地域イベント等は

実施できなかったが、「子ども

スキップまつり」での成果発

表を子ども月間中にオンライ

ン配信した。また、「子どもの

権利」について中央図書館

でパネル展示を実施したほ

か、広報誌やケーブルテレビ

にて周知を行った。

B

「子ども月間」において、新

型コロナウイルス感染症対

策を講じた上で、子どもたち

に様々 な体験ができる機会

を提供する。

広報誌にて「子ども月

間」の周知した。

広報としま11月1日特集版

にて、子どもの権利に関する

取組を周知した。また、「子

どもの権利」について中央図

書館でパネル展示を実施し

たほか、ケーブルテレビにて

周知を行った。

B

「子ども月間」において、新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じ

た上で、子どもたちに様々 な体

験ができる機会を提供する。さ

らに、「子ども月間」の周知のた

めの媒体を増やす。

重点事業 3
「子どもの権利」に関する

研修・講座の実施

子ども若者課

指導課

子どもに関わるおとな

に子どもの権利を学ぶ

機会を提供します。

学校教諭や保育士、子どもに関わる施設職

員に対して子どもの権利に関する研修や、地

域のおとなに対する講座を実施します。

①職員研修実施回

数

②出前講座実施回

数

③区民講演会実施

回数

①2回

②3回

③1回

①5回

②10回

③2回

①数値維持継続型

②数値上昇型

③数値維持継続型

①1回

【5回】

②0回

【５回】

③0回

【2回】

職員研修は小規模で開

催、その他は新型コロナウイ

ルスにより、一堂に人数を集

めることを避けるため、実施

せず。

C

令和3年度以降は新型コロ

ナウイルス感染症対策を考

慮し、オンラインでの開催を

視野に入れた上で、まずは

策定時の水準に戻し、状況

を勘案して、令和6年度の

目標値を目指す。

 ①4回

【5回】

②１回

【５回】

③0回

【2回】

〈子ども若者課〉

出前講座は、人権教育

推進校巣鴨小学校にて

講座を行った。また、ファミ

リーサポートセンターで援

助会員に向けても講座を

行った。

〈指導課〉

「豊島区子どもの権利条

例」に関する内容を取り

入れた研修を実施した。

C

〈指導課〉

全小・中学校の教育課程に

「豊島区子どもの権利条例」に

ついての学習を位置付ける。

教員研修は継続して実施す

る。

〈子ども若者課〉

令和4年度以降は新型コロナ

ウイルス感染症対策を考慮

し、オンラインでの開催を視野

に入れた上で、まずは策定時

の水準に戻し、状況を勘案し

て、令和6年度の目標値を目

不要 ― ―

計画事業 4

学校における「子どもの権

利」に関する学習機会の

確保

子ども若者課

指導課

学校での子どもの権

利の学習機会を確保

します。

「子どもの権利に関する条例」の学校での活

用事例集を作成し、学校での活用を推進し

ます。また、講師派遣や民間団体等の学習

プログラムなどの子どもの権利を学ぶメニュー

を作成し、モデル校で順次実施し、子どもの

権利の普及啓発を推進します。

実施校数

毎年度小学校2校、

中学校1校で継続実

施

数値維持継続型
0校

【3校】

教育委員会と連携の上、

子どもの権利擁護委員出

張講座やCAPプログラム等

の学校での「子どもの権利」

学習プログラムの実施に向

けた検討を行った。

C

講師派遣や民間団体等の

学習プログラムなどの子ども

の権利を学ぶメニューを作

成し、モデル校で順次実施

する。

１校

【３校】

子どもの権利擁護委員出

張講座とCAPプログラムを

掲載したアンケートを区立

小学校に実施し、長崎小
学校にて子どもの権利擁護

委員出張講座を行った。

B

作成したメニューを4月の校長
会にかけ、アンケートを実施し、

希望校には実施する流れを確

立する。

①子どもの権利に関

する学びの支援

学校において、子ども

が権利を学ぶ機会を

確保します。

リーフレットや子どもの

権利を学ぶプログラム

を活用し、学校での

学びを支援します。

重点事業 4

学校における「子どもの権

利」に関する学習機会の

確保

【再掲】

子ども若者課

指導課

学校での子どもの権

利の学習機会を確保

します。

「子どもの権利に関する条例」について、学

校での活用事例集を作成し、学校での活用

を推進します。また、講師派遣や民間団体

等の学習プログラムなどの子どもの権利を学

ぶメニューを作成し、モデル校で順次実施

し、子どもの権利の普及啓発を推進します。

実施校数 実施に向けて検討中

毎年度小学校2校、

中学校1校で継続実

施

数値維持継続型
0校

【3校】

教育委員会と連携の上、

子どもの権利擁護委員出

張講座やCAPプログラム等

の学校での「子どもの権利」

学習プログラムの実施に向

けた検討を行った。

C

講師派遣や民間団体等の

学習プログラムなどの子ども

の権利を学ぶメニューを作

成し、モデル校で順次実施

する。

１校

【３校】

子どもの権利擁護委員出

張講座とCAPプログラムを

掲載したアンケートを区立

小学校に実施し、長崎小
学校にて子どもの権利擁護

委員出張講座を行った。

B

作成したメニューを4月の校長
会にかけ、アンケートを実施し、

希望校には実施する流れを確

立する。

不要 ― ―

②子どもの権利に関

する学習機会の確

保・学習支援

子どもの権利について

学ぶ機会を確保しま

す。

子どもの権利に関する

研修や出前講座、学

校での学習プログラム

等を実施します。

計画事業 5 保育の質向上事業 保育課

子どもの多様な体験

機会を確保しながら、

子どもの権利について

学び、身につけていき

ます。

企業廃材等を活用した創作活動のワーク

ショップや、子どもが様々 な暴力から自分を

守るためのCAPプログラムを区立保育園にお

いてモデル的に実施し、子どもの多様な体験

機会の確保や保育の質向上を図ります。

実施園 継続実施 数値維持継続型

レミダワークショップ1園

【2園】

ＣＡＰプログラム1園

【1園】

コロナ禍でそれぞれ1園ずつ

となったが、感染防止対策

を講じながら実施した。
B

感染症対策とより効果的な

事業内容の両立ができるよ

う工夫し、毎年度着実に実

施する。

レミダワークショップ1園

【2園】

ＣＡＰプログラム2園

【2園】

コロナ禍のため、レミダワーク

ショップの実施が1園中止と

なったが、感染防止対策を

講じながら実施した。

B

感染症対策とより効果的な事

業内容の両立ができるよう工

夫し、毎年度着実に実施す

る。

不要

①幼児教育・保育の

質の向上

幼児教育・保育施設

の保育の向上を図り

ます。

施設職員の研修や

巡回指導、施設の環

境整備を行います。

計画事業 5
保育の質向上事業

【再掲】
保育課

子どもの多様な体験

機会の確保や保育の

質向上を図ります。

企業廃材等を活用した創作活動のワーク

ショップや、子どもが様々 な暴力から自分を

守るためのCAPプログラムを区立保育園にお

いてモデル的に実施し、子どもの多様な体験

機会の確保や保育の質向上を図ります。

①レミダワークショップ

実施園

②CAPプログラム実

施園

①9園

②9園

①数値上昇型

②数値上昇型

①1園

【2園】

②1園

【1園】

コロナ禍でそれぞれ1園ずつ

となったが、感染防止対策

を講じながら実施した。
B

感染症対策とより効果的な

事業内容の両立ができるよ

う工夫し、毎年度着実に実

施する。

レミダワークショップ1園

【2園】

ＣＡＰプログラム2園

【2園】

コロナ禍のため、レミダワーク

ショップの実施が1園中止と

なったが、感染防止対策を

講じながら実施した。

B

感染症対策とより効果的な事

業内容の両立ができるよう工

夫し、毎年度着実に実施す

る。

不要

重点事業 6 としま子ども会議の開催 子ども若者課

子どもの区政への参

加と意見表明の機会

を提供します。

「子どもの権利に関する条例」に基づく「としま

子ども会議」として、区内の小中高校生が、

区政に関するテーマについて話し合い、意見

をまとめて区長や区職員等に発表します。区
は子どもの意見を聞き、施策に反映するよう

努めます。

①参加者数

②提案採択数

①実施に向けて検討

中

②実施に向けて検討

中

①30人

②1件

①数値上昇型

②数値維持継続型

①4人

【20人】

②0件

【１件】

7月～11月にかけて全6回

会議を実施し、12月に意

見発表会を開催した。会議

は新型コロナウイルス感染

拡大防止対策のためWeb

会議形式で実施した。

C

子ども会議の参加者数向

上のために、区立小中学

校・区内私立中学高等学

校・区内都立高校の児童・

生徒向けに募集用チラシを

配付し事業の広報・周知及

び参加者数の向上に努め

る。

また、子どもたちの意見や想

いを区の施策に繋げられる

よう、会議の初回に基本計

画担当者から区の施策や

取組についての講演を実施

①16人

【15人】

②0件

【１件】

会議6回、意見発表会1回

を開催。コロナ対策を講じた

上で、対面でのワークショッ

プ形式で実施した。ファシリ

テーターとして、テーマに関

係する部署の若手職員に

参加してもらうことで議論を

深めることができた。

B

区立小中学校、区内高等学

校の児童・生徒向けに募集用

チラシを配付し、事業の広報・

周知に努めるとともに、定員の

拡大を図る。

引き続き、関係部署の職員を

ファシリテーターに迎え、活発な

話し合いができるようにアシスト

していく。

不要 ― ―

計画事業 7 子どもの参加推進事業 子ども若者課

地域の大学等と連携

し、子どもの意見表明

や、社会参加、参画

を推進します。

区内の子どもを対象に、子どもの権利に関す

る条例の認知度の向上を図るとともに、地域

団体や大学等との連携のもと、区政や地域

活動の中で子どもが自分の意見を表明した

り、社会参加、参画を推進する事業を実施

します。

共催事業参加者数 30人 数値維持継続型
30人

【30人】

新型コロナウイルス感染症

の感染状況を鑑み、通年

実施はせず、12月にオンラ

インで実施した。

C
立教大学との連携により実

施する。

30人

【30人】

区長とティータイム（ 立教
大学共催） : 11/14開催

区長を始めとする行政関係
者や区議会議員とテーブル

を囲み、自分たちの意見を

伝えたり、質問に答えてもら

う事業を実施した。

A
立教大学との連携により実施

する。

計画事業 8 利用者会議の開催
子ども若者課

放課後対策課

子どもが自分の意見

を表明する機会や社

会参加・参画の機会

を充実させます。

子どもスキップや中高生センターにおいて、利

用者会議を開催し、会議で出された意見な

どは、施設運営や行事に反映させます。

利用者会議開催数 55回 数値上昇型
44回

【44回】

全スキップで利用者会議の

開催。会議で出された意見

を施設の運営に反映した。
B

利用者会議を全施設で2

～3回開催し、意見を表明

する機会や社会参加・参画

の機会を充実させる。

【中高生センター】

35回　【36回】

【子どもスキップ】

42回

【44回】

〈中高生センター〉

ジャンプでは各施設月1・2

回実施。会議で出された意

見を施設の運営に反映し

た。

〈子どもスキップ>

全スキップで利用者会議の

開催。会議で出された意見

を施設の運営に反映した。

B

〈中高生センター〉

引き続き月1～2回開催し、

日常やイベントなどで意見を表

明する機会や社会参加・参画

の機会を充実させる。

〈子どもスキップ〉

利用者会議を全施設で2～3

回開催し、意見を表明する機

会や社会参加、参画の機会を

充実させる。

令和2年度 令和３年度

目標１「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」

（ １） 子ども権利に関する理解促進

①子どもの権利の普

及啓発・情報発信

子どもの権利の普及

啓発・理解促進を図

ります。

子どもに分かりやすい

リーフレットを作成する

など、対象者に合わせ

た手法を実施します。

（ ２） 子どもの意見表明・参加の促進

①子どもの意見表

明・参加の仕組みづく

り

子どもが意見表明や

社会参加できる機会

を確保します。

意見表明や参加を促

進するための事業を

実施します。

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

②子どもの権利に関

する学習機会の確

保・学習支援

子どもの権利について

学ぶ機会を確保しま

す。

子どもの権利に関する

研修や出前講座、学

校での学習プログラム

等を実施します。

目標３「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」

（ ２） 子どもの主体性を尊重した学校環境の整備

目標３「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」

（ １） 幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実

1



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

計画事業 9
子ども地域活動支援事

業
子ども若者課

中高生が自主的に地

域で活動できる機会・

実践できる場を提供

します。地域の中で中

高生センターの取り組

みを知ってもらう活動

に取り組みます。

子どもが地域社会の大事な担い手として、お

となと一緒に地域活動に参加できるよう、委

託者と連携し、地域団体等の協力を得なが

ら、その機会づくりと参加促進の支援等を行

います。

参加者数 160人 数値維持継続型
81人

【160人】

〈ｼ゙ ｬﾝﾌ゚ 東池袋〉

コロナ感染症の影響により、

中高生が自主的な活動とし

て地域の協力のもと計画し

たｲﾍ゙ﾝﾄが中止となった。

〈ジャンプ長崎〉
委託事業者のコーディネート

により、ジャンプ利用者の中

高生自らが地域団体等の

協力のもと、区民ひろば等

でのボランティア活動やトキ

ワ荘ミュージアム紹介動画

制作を行った。

C

中高生が興味があり得意な

ジャンルで自主的に力を発

揮できるよう内容の充実を

図り、実施する。

98人

【160人】

（ 61％）

〈ジャンプ東池袋〉

コロナ感染症の影響により

地域の協力のもと実施する

予定のｲﾍ゙ﾝﾄが中止となっ

た。

〈ジャンプ長崎〉
アートを介した地域活動とし

てZINE制作活動を実践。

また長崎獅子舞活動を地
域と連携し実施した。後継

者育成活動に加えコロナ禍

で中止となった祭りの代替と

してのステージ披露を実施し

た。

C

〈ジャンプ東池袋〉

中高生実行委員のｲﾍ゙ ﾝﾄを開

催予定。そこで地域の方に貢

献できる機会を設ける。

〈ジャンプ長崎＞
R4は開設10年目にあたり、イ

ベントを通じて地域の方にジャ

ンプ事業を知ってもらう機会を

設ける。獅子舞については後

継者育成活動継続する。

不要

計画事業 10
青少年指導者養成事

業
学習・スポーツ課

参加した子どもたち

が、学校や地域で活

動できるリーダーシップ

とフォロワーシップを身

につけることができるよ

う、日常から社会参

加を促進する機会を

提供します。

小学校4年生から中学生を対象に、地域青

少年活動の充実、振興を図るため、キャンプ

を中心にリーダー養成講座を実施します。

ジュニアリーダー講習

会の開催回数
10回 数値維持継続型

0回

【10回】

新型コロナウイルス感染症

対策のため休止

開催のために検討を重ねた

が、事業実施に至らなかっ

た。

C
新型コロナウイルス感染症

対策を講じたうえで、事業の

継続を目指す。

6回

【10回】

（ ６０％）

新型コロナウイルス感染症

対策のため、感染拡大期に

はオンラインでの実施を行う

など、子どもたちの体験活動

の機会をつくり、学びを止め

ない工夫を行った。

B

新型コロナウイルス感染症対

策を行いながら、子どもたちの

体験活動の機会をつくり、事

業の継続を目指す。

重点事業 11 中高生センターの運営 子ども若者課

中高生の放課後の居

場所を提供し、自主

的な活動を支援しま

す。

中高生等が音楽、スポーツ活動、友だちとの

語らいや情報交換などを行う場として中高生

センターを運営し、自主的な活動や社会参

加等を支援します。また、中高生の心身が

傷つけられないよう、関係諸機関や団体と連

携して、その予防や早期発見に努めていま

す。

①登録者数

②延べ利用者数

①1,980人

②26,896人

①2,000人

【①2,200人】

②30,000人

【②32,000人】

①数値上昇型

②数値維持継続型

①1,649人

【1,800人】

②18,762人

【32,000人】

約2カ月の休館を経てSNS

配信の充実及び中高生の

自主的な活動を支え映像

制作やｲﾍ゙ﾝﾄを実施。また

問題を抱える利用者増加

に伴い、日々 のコミュニケー

ションから心身が傷ついた中

高生を早期発見し、関係

機関との連携により対応し

ている。

B
子どもの居場所・活動の充

実

①1,893人

【1,900人】

②24,854人

【26,000人】

コロナ禍だからこそリアルな居

場所の必要性を感じ感染

症対策を講じながら運営し

た。日常的な関わりから困

難な状況にある中高生の

早期発見を目指し、関係

機関と連携・対応した。

B
引き続き子どもの居場所・活

動の充実を図る。
必要

①2,000人

②30,000人

ジャンプ東池袋大規

模改修(R4年9月～

R6年1月)が実施さ

れるため

重点事業 12
子どもスキップの運営・改

築
放課後対策課

小学生の放課後の居

場所を提供し、放課

後児童支援員の指

導のもと、安心・安全

な遊びを通じて子ども

たちの交流を図りま

す。

小学生の放課後の安全・安心な居場所とし

て、区立小学校22校に、校舎内、敷地内

または隣接地にて、学童クラブの機能を持た

せた子どもスキップを運営しています。また、

別棟建設などで利用者数増加に対応する

など施設面での改善を図り、より一層安全・

安心な環境を整えています。

延べ利用者数 535,760人 540,000人 数値維持継続型

302,177人

【内訳】

①学童クラブ

　301,787人）

②一般利用

　390人

【540,000人】

感染症対策のため、子ども

スキップ一般利用について

は休止した。8月に「スキップ

の日」として各施設週2回

程度、一般利用者を受け

入れた。

（ 実績外となるが、№16校

庭開放は通年実施。）

C
引続き感染症対策を講じつ

つ、段階的に一般利用を再

開していく。

415,653人

【内訳】

①学童クラブ

　412,258人

②一般利用

　3,395人

【540,000人】

感染症対策を徹底し、子ど

もスキップ一般利用「スキッ

プの日」実施回数を増加さ

せ、一般利用者を受け入

れた。

（ 実績外となるが、№16

「校庭開放」は通年実

施。）

B

引続き感染症対策を講じつ

つ、全面再開に向けて段階的

に一般利用を拡大 再開してい

く。

不要 ― ―

計画事業 13 放課後子ども教室事業 放課後対策課

小学校の施設を活用

した安全・安心な活

動拠点づくりを進め、

地域住民の参加と協

力を得て、体験・交

流活動の推進に取り

組みます。

区立小学校において、放課後や週末等に、

地域住民の参加と協力を得て、子どもたちを

対象に学習やスポーツ・文化活動、交流活

動等を行います。

述べ実施回数 2,000回 数値上昇型

対面事業:212回

視聴回数:187回

【対面事業:1,800

回】

感染症対策のため、G

Suite for Educationを活

用した「おうちで楽しめる動

画」の配信を実施した。

B
動画配信を継続しながら、

感染症対策を徹底した対

面での教室を実施する。

対面事業: 395回

視聴回数: 1,210

回

【対面事業: 600

回】

感染症対策を徹底した対

面によるプログラム再開準

備に取り組み、11月より再

開した。

B
引き続き感染症対策を徹底し

ながら、対面によるプログラム数

を増やしていく。

計画事業 14 子ども食堂ネットワーク 子ども若者課

子ども食堂で食事の

提供だけでなく、居場

所としての機能を充

実させます。

地域で活動する「子ども食堂」の連絡会「と

しま子ども食堂ネットワーク」への情報提供や

広報の支援を行います。子ども食堂の運営

方法等、運営者同士が情報交換を通して

安全に支援活動の輪を広げていきます。

登録食堂数 25食堂 数値上昇型
21食堂

【21食堂】

コロナ禍により子ども食堂の

開催ができなかったが、配

食・宅食など工夫し実施し

た子ども食堂がほとんどだっ

た。子ども食堂ネットワークで

は情報提供・情報共有のた

めネットワーク会議を実施し

た。

B

「子ども食堂ネットワーク」登

録食堂数が増えることで食

の提供だけでなく、子どもや

子育て世帯の居場所を確

保できる。

25食堂

【22食堂】

会食型から配食・宅食に変

更し継続して実施している

子ども食堂がほとんどであっ

た。子ども食堂ネットワーク

会議を開催し、情報提供・

情報共有を行い、居場所と

しての子ども食堂についての

研修を実施した。

A

子ども食堂ネットワークの情報

提供・情報共有を行い、居場

所として充実するための研修を

実施する。

必要 30食堂
令和6年度の目標値

に達したため

②区民や地域団体、

大学との連携・協働

及び地域ネットワーク

の形成

子ども・若者支援に

地域全体で取り組む

ためのネットワーク形

成を図ります。

地域団体や事業者

間の支援ネットワーク

を構築し、情報提供

や活動を支援します。

計画事業 14
子ども食堂ネットワーク

【再掲】
子ども若者課

「としま子ども食堂ネッ

トワーク」連絡会で情

報提供等を行い、安

全な運営のための研

修会を実施します。

地域で活動する「子ども食堂」の連絡会「と

しま子ども食堂ネットワーク」への情報提供や

広報の支援を行います。子ども食堂の運営

方法等、運営者同士が情報交換を通して

安全に支援活動の輪を広げていきます。

①としま子ども食堂

ネットワーク連絡会実

施回数

②研修会回数

①３回

②１回

①数値維持継続型

②数値維持継続型

①2回

【3回】

②0回

【1回】

コロナ禍のため、連絡会は

２回の実施となり、研修会

は中止となった。
C

コロナ禍のため弁当や食材

配付など、別の形で実施し

ている子ども食堂が多い。引

き続き連絡会または、それに

代わる方法で情報提供、

情報共有など行う。

①2回（ ２部制）

【3回】

②1回（ ２部制）

【1回】

連絡会及び研修会は午前

実施と夜間実施と同じ内容

で２回ずつ実施した。各子

ども食堂の参加しやすい時

間帯に参加出来るようにし

た。

B

各子ども食堂の参加しやすくす

るために、昨年同様同じ内容

で２回実施する方法で連絡

会及び研修会を実施する。

重点事業 15 プレーパーク事業 子ども若者課

子どもたちが屋外で安

全に楽しく遊べる機会

の充実を図ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験が

できるプレーパーク（ 冒険遊び場） 事業を

推進します。池袋本町プレーパークの他、身

近な地域で冒険遊びなどを体験できるよう、

出張プレーパークを実施します。また、池袋

本町プレーパークは、子どもが自由に過ごし、

自分らしく、ゆったりと安心できる場所としての

機能も併せ持ちます。

①参加者数

②出張プレーパーク

開催数

①31,002人

②13回

①35,000人

②20回

①数値上昇型

②数値上昇型

①30,208人

【32,200人】

②10回

【10回】

池袋本町プレーパークは、

緊急事態宣言の影響で4

月中旬と5月が実施できな

かったが、屋外で子どもが自

由な発想で自分らしく遊べ

る場所を提供した。出張プ

レーパークは保育園・スキッ

プに限定し各施設8回及び

2回、計10回実施した。

B

感染対策を行いながら、引

き続き、子どもたちの自由な

発想で安心して遊べる場所

を提供する。外遊びが体験

できる機会を増やせるよう出

張プレーパークを実施する。

①31,901人

【30,500人】

②8回

【10回】

池袋本町プレーパークは

4/25から5/31まで緊急事

態宣言の影響で実施しな

かったが、年間を通じ屋外

で自由な発想で自分らしく

遊べる場所を提供した。身

近な地域で冒険遊び体験

が出来る出張プレーパーク

を実施しているが、２年度

に引き続き保育園、スキップ

に限定し8回実施した。

B

常設の池袋本町プレーパーク

では年間を通し屋外で自由な

発想で自分らしく遊べる場所を

提供する。身近な地域で冒険

遊びを体験できるよう出張プ

レーパークを保育園、スキップ

限定から範囲を広げて開催す

る。

不要 ― ―

計画事業 16 小学校開放事業 放課後対策課

児童の身近で安全な

遊び場として、小学校

の校庭を開放します。

放課後や学校休業中の児童の身近で安全

な遊び場として、小学校の校庭を開放しま

す。

実施施設数

（ 全小学校22校）
22校 数値維持継続型

22校

【22校】

学校開放協力員を配置

し、感染症対策を講じなが

ら、安全な遊び場として開

放した。

B
継続して児童の安全な遊び

場確保に寄与していく。

22校

【22校】

コロナ感染対策を講じなが

ら、一度も休止することな

く、児童の安全な遊び場と

して開放した。

A
引き続き感染対策を講じつ

つ、児童の安全な遊び場確保

に寄与していく。

（ ３） 子どもの居場所・活動の充実

①子どもの居場所の

充実

子どもの居場所を充

実します。

施設整備の検討、既

存の居場所事業の内

容を充実します。

②子どもの意見表

明・参加の促進

日常における子どもの

意見表明や社会参

加を促進します。

施設運営や地域での

生活など、日常の

様々 な場面で子ども

が意見を表明でき、ま

た子どもの意見が受け

止められるよう取り組

みます。

目標６「子ども・若者の健やかな成長を地域全体で支援する」
（ １） 地域の力の活用

②屋外遊び場の充実
子どもの遊び場の充

実を図ります。

既存の取組を推進す

るとともに、安心安全

な屋外遊び場の整備

を検討します。

2



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

計画事業 17
公園・児童遊園新設改

良事業
公園緑地課

近くの公園対し区民

満足度が増し、子ども

たちが利活用したいと

思う公園を整備して

いきます。

既設の区立公園・児童遊園においては、子

育て世代を含めた住民ニーズ等を踏まえ、

再整備を検討します。また、学校跡地等を

活用して地域の活動拠点となる近隣公園

等を整備します。

新設・改修公園数

２園／年

10園

(累計)
数値維持継続型

2園

【2園】

区内最大となる「としまみどり

の防災公園」を新設し、

様々 な防災機能を整備、

また「としまキッズパーク」を新

設し、障がいのある子もない

子も遊べるインクルーシブ公

園を整備した。

A

老朽化又はニーズに合わな

くなった公園を毎年一定数

改修工事を進めていきま

す。

２園

【２園】

地域の小公園である西巣

鴨四丁目児童遊園をニー

ズに合わせた改修を行い、

南長崎原っぱ公園では、イ
ンクルーシブ複合遊具を設

置し周辺の改修を実施しま

した。

B

引き続き、毎年２園の整備

ペースを守り、確実な更新を図

ると共に、地域のニーズに合っ

た公園に改修し、積極的にイ

ンクルーシブ遊具の設置も進め

ていきます。

計画事業 18
「としまキッズパーク」の整

備・運営
公園緑地課

障がいがある子もない

子も安心して遊べる

場の充実を図ります。

造幣局跡地の一部を、令和2年7月から令

和6年度まで「キッズパーク」として運営しま

す。公園内には「ミニトレイン」を走らせるとと

もにインクルーシブ遊具を整備し、子どもが安

心して遊べる場にします。

(令和2年度より、「9月」に変更)

利用者数
440,000人

(累計)
数値上昇型

70,618人

【60,000人】

令和２年９月開園

利用者: 67,831人

イケバス活用（ 園外保

育） : 2,787人

A

障がいがある子もない子も

安心して遊べる場の充実を

図るとともに、イケバス活用

及び園外保育の場としての

活用を図る。

101,997人

【100,000人】

利用者: 100,537人

イケバス活用（ 園外保

育） : 1,460人
A

引き続きイケバス活用及び園

外保育の場としての活用を図

るとともに、近隣小学校などと

連携し、インクルーシブ教育の

場としての活用も行っていく。

重点事業 19

子どものための文化体験

事業

（計画策定時は「子ども

のための文化体験プログ

ラム」）

文化デザイン課

保育課

子どもたちが多彩な文

化芸術が体験できる

機会を提供します。

区とNPO法人が協働して、次代の文化の担

い手である子どもたちを対象に文化芸術に

触れるワークショップ等のアートプログラムを展

開します。

①演劇公演実施回

数、延べ参加者数

②鑑賞教室実施回

数、延べ参加者数

③ワークショップ実施

回数、延べ参加者数

④保育園ワークショッ

プ実施園数、延べ参

加者数

⑤ぞうしがや こどもス

テーション実施回数、

延べ参加者数

①10回、2,056人

②7回、587人

③1回、24人

④22園、450人

⑤54回、1,931人

左記5つの取組につ

いて、同程度の回数

及び参加人数を維

持して実施する。

①数値維持継続型

②数値維持継続型

③数値維持継続型

④数値維持継続型

⑤数値維持継続型

①視聴人数

6,077人

【入場者数 2,000

人】

②3回

128人

【参加者数 640人】

③１回

視聴人数35人

【参加人数　30名】

④20園、549人

【参加者数 延べ500

人】

⑤26回、623人

※一部オンライン

【延べ参加人数

2,000人】

NPO法人と協働し、未就

学児向けの保育園ワーク

ショップや夏休み期間に気

軽にアートに触れ合うイベン

トを開催した。コロナウイルス

感染症拡大防止のため、

人数制限を設けたほか、オ

ンライン配信などを行い、コロ

ナ禍でもできる限り子どもた

ちがアートに触れ合う機会を

提供した。

B

引き続き左記の取組みを通

して、子どもたちにアート体

験を提供する。またコロナを

きっかけに始めたオンライン配

信などでは、これまで参加で

きなかった子どもたちや保護

者にも事業に参加するきっ

かけを提供できたため、引き

続き、効果的だった部分は

継続していきたい。

①０回、０人

※新型コロナまん延

防止のため中止

【入場者数2,000

人】

(0%  ※人数で算出)

②８回、491人

【参加人数340人】

(83% 　※人数で算

出)

③5回、延べ98人

【参加人数延べ125

人】

(408%  ※人数で算

出)

④20園、574人

【参加人数　延べ

500人】

(127%  ※人数で算

出)

⑤37回、延べ540人

※一部オンライン

【延べ参加人数

2,000人】

（ 27%  ※人数で算

出)

子ども事業においては、子ど

もの感染状況が拡大する

懸念もあり、延期・中止と

なった事業も多くみられた。

しかし、早い段階でオンライ

ン配信に切り替えたり、広い

スペースを確保するなど、安

心して参加しやすい環境を

作り出した。また、保育園

ワークショップでは、コロナの

影響により何度か延期に

なったが、感染防止のため

人数制限を設けたり、1日

に複数回に分けて実施した

結果、最終的に全園実施

することができた。

B

引き続き左記の取り組みを通

して、子どもたちにアート体験を

提供する。

保育園ワークショップについて

は、実施園が偏ることのないよ

う、選考の際に配慮する。

不要 ― ―

計画事業 20 次世代育成事業助成 文化デザイン課

家庭や学校や習い事

とは別の場所でアー

ティストや、同世代の

仲間たちと一緒に楽

しい時間を過ごす中

で、創造力・表現力・

発想力・コミュニケー

ション力を磨きながら、

健やかな身体と感性

豊かな心を育む。

区内の子どもたちが気軽に美術や音楽、ダン

スなど、様々 な芸術に触れ、親しむ場と機会

を提供します。（ としま未来文化財団助成

事業）

体験プログラム数 6プログラム 数値上昇型
2プログラム

【2プログラム】

新型コロナウイルス感染拡

大により、対面でのワーク

ショップから完全オンラインに

変更。ジャンルは音楽、コマ

撮りアニメーションとし、体験

の内容を充実させた。

B

新型コロナウイルス感染症

の影響が残る中、オンライン

だけでなく、対面でも行える

よう対策を強化し、安全に

ワークショップとコンサートを

実施。オンラインの良さも残

し、ハイブリッド型ワークショッ

プを構築する。

7プログラム

【7プログラム】

コマ撮りアニメーション、プロ

グラミング、工作（ 版画・切

り絵） 、音楽（オンライン

WS、対面WS、コンサー

ト） と、バリエーションを増や

し、オンラインと現地実施ほ

ぼ半々 で10回の実施、

275名が参加した。

A

感染症対策を万全にしたうえ

で、対面でのワークショップを増

やし内容も充実させていく。引

き続きオンラインの良さも残した

ハイブリッド型ワークショップの実

施を継続していく。

計画事業 21 アトカル・マジカル学園 文化デザイン課

親子や家族がアート・

カルチャーに触れる機

会を応援します。

「変身」をキーワードに演劇・ダンスの手法を

使ったプログラム「マジカルへんしん教室」、親

子が同級生になって授業を楽しむ「としまおや

こ小学校」など、子育て世代を対象に、ワー

クショップや演技・演出など舞台芸術を体験

する事業を実施します。また、子育て世代の

アート体験をサポートする託児所と子どもの

アート体験が合体した「アート体験支援型託

児 アートサポート児童館」を実施します。

プログラム提供日数

『東京芸術祭』の開

催期間中、10日間

程度

数値維持継続型

としまおやこ小学校８

日間

アートサポート児童館

３日間

【10日間】

池袋エリアを中心に展開す

る『東京芸術祭』のプログラ

ムとして実施。

親が観劇中等の子どもを預

かる託児として展開し、子

育て世代のアート体験をサ

ポートした。

B

アートサポート児童館のコン

セプトを最大限引き出すた

め、国際的舞台芸術祭で

ある『東京芸術祭』の実行

委員会が事業に取り組んで

いく。

としまおやこ小学校８

日間

アートサポート児童館

３日間

【合わせて10日間】

どちらのプログラムも性質

上、オンラインに頼ることが

難しいため、感染対策を徹

底し、子どもたち同士が密に

ならないように心がけを行っ

た。例年どおり、としまおやこ

小学校では、親子が同級

生になって算数や工作など

家族のコミュニケーションを図

る取組を行った。アートサ

ポート児童館では引き続

き、アーティストや保育資格

をもった大人が一緒に、未

就学児とモノづくりの楽しさを

追究した。

A

としまおやこ小学校、アートサ

ポート児童館のコンセプトを最

大限引き出すため、国際的舞

台芸術祭である『東京芸術

祭』の実行委員会で事業に取

り組んでいく。

計画事業 22
図書館おはなし会・読み

聞かせ事業
図書館課

子どもの読書機会の

提供します。

子どもの読書活動を推進するため、図書館

でのおはなし会をはじめ、区立保育園・幼稚

園、小・中学校などを訪問、あるいは図書館

に招待しての読み聞かせや、図書館利用の

案内などを実施します。また、読み聞かせボ

ランティア育成のための講習会を開催しま

す。

おはなし会等、読書

普及企画の実施
年1回以上 数値維持継続型

―

【年1回以上】

新型コロナ感染拡大防止の

ため、事業自体は未実施だ

が、代替的にテーマ展示会

を行った。

C 継続実施する。
3回

【年1回以上】

読み聞かせボランティア育成

のための講習会を実施し、

新たに14名を人材バンクに

登録した。また、子どもの読

書に関する講習会を1回開

催した。

A
区政施行90周年記念事業と

して図書館司書等による読み

聞かせイベントを実施する。

不要

計画事業 23 生涯スポーツ推進事業 学習・スポーツ課

年齢や性別を問わ

ず、スポーツに親し

み、楽しめる機会を提

供し、スポーツ人口の

増加を目指す。

子どもが体を動かすことが好きになるよう各種

のスポーツを体験する機会を提供するととも

に、地域のスポーツ指導者を対象として、ス

ポーツ理論や実践の講習を行い、スポーツ

リーダーを育成します。

事業数 35事業 数値上昇型
6事業

【22事業】

コロナ禍で開催数が限定さ

れたものの、スポーツ教室、

スポーツリーダー講習会等を

行い、子どもたちの体験機

会を提供した。

C
事業の継続、充実を目指

す。

13事業

【27事業】

東京2020大会の開催によ

るスポーツ気運の高まりもあ

り、子どもたちがスポーツに触

れる機会をより多く設けるこ

とで、心と体の健全な育成

につなげた。

C
スポーツ実施気運の更なる向

上のため、事業の継続、充実

を図っていく。

計画事業 15 プレーパーク事業【再掲】 子ども若者課

子どもたちが自由で豊

かな体験ができる機

会の充実を図ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験が

できるプレーパーク（ 冒険遊び場） 事業を

推進します。池袋本町プレーパークの他、身

近な地域で冒険遊びなどを体験できるよう、

出張プレーパークを実施します。また、池袋

本町プレーパークは、子どもが自由に過ごし、

自分らしく、ゆったりと安心できる場所としての

機能も併せ持ちます。

出張プレーパーク

実施回数
20回 数値上昇型

10回

【10回】

池袋本町プレーパークは、

緊急事態宣言の影響で4

月中旬と5月が実施できな

かったが、屋外で子どもが自

由な発想で自分らしく遊べ

る場所を提供した。出張プ

レーパークは保育園・スキッ

プに限定し各施設8回及び

2回、計10回実施した。

B

コロナ禍ではあるが、身近な

地域で外遊びの機会を提

供できるように出張プレー

パークを実施する。

8回

【10回】

池袋本町プレーパークは

4/25から5/31まで緊急事

態宣言の影響で実施しな

かったが、年間を通じ屋外

で自由な発想で自分らしく

遊べる場所を提供した。身

近な地域で冒険遊び体験

が出来る出張プレーパーク

を実施しているが、２年度

に引き続き保育園、スキップ

に限定し8回実施した。

B

身近な地域での外遊びの機会

として出張プレーパークを実施

する。感染対策を行いながら

対象施設を拡大する。

既存の取組を推進す

るとともに、安心安全

な屋外遊び場の整備

を検討します。

③活動・体験機会の

充実

子どもの体験機会の

充実を図ります。

子どもが文化や芸

術、スポーツなど多様

な体験ができる機会

を提供します。

②屋外遊び場の充実
子どもの遊び場の充

実を図ります。

3



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

④学習支援の充実

学習支援が必要な

子どもに学習機会を

提供します。

区による補習や民間

団体による無料学習

支援を実施します。

重点事業 24

コミュニティソーシャル

ワーカーによる子どもの

学習支援

福祉総務課

子どもの学習習慣の

習得を図るとともに居

場所となる場を提供

します。

コミュニティソーシャルワーカーが関係機関や

地域住民、ボランティア等の協力を得て、公

共施設において要支援家庭等の子どもの学

習支援を行います。

①学習会実施回数

②子どもの延べ参加

者数

①61回

②1,112人

①65回

②1,400人

①数値上昇型

②数値上昇型

①6回

【64回】

②58人

【1,370人】

新型コロナウイルス感染症

の影響により、学習会の大

半が開催中止となった。

学習会 等の実施はできな

かったものの、支援が途切れ

ることがないよう、代わりとし

て、一部の学習会におい

て、月に1回お便りを発行

し、返信ハガキを同封するこ

とにより、ボランティアと子ども

たちの関係性の継続に努め

た。

B

新型コロナウイルス感染症

が収束するまでは、従来通

りの方法で学習会を開催す

ることは困難である。コロナ

禍でも、ボランティアと子ども

たちの関係性が途切れるこ

とのないよう、学習会のあり

方の見直しや、定期的なお

便りの発行等、工夫して取

り組みを行っていく。

①14回

【64回】

（ 22％）

②61人

【1,377人】

（ 4％）

新型コロナウイルス感染症

の影響により、一部の学習

会は開催中止となった。

なお、コロナ禍でも支援が途

切れることがないよう、オンラ

イン学習会を開催したり、

月に1回お便りを発行し、

返信ハガキを同封することに

より、ボランティアと子どもたち

の関係性の継続に努めた。

B

新型コロナウイルス感染症が収

束するまでは、従来通りの方

法で学習会を開催することは

困難である。コロナ禍でも、ボラ

ンティアと子どもたちの関係性が

途切れることのないよう、学習

会のあり方の見直しや、定期

的なお便りの発行等、工夫し

て取り組みを行っていく。

不要 ― ―

④生活困窮家庭への

支援

生活困窮家庭の自

立を促進します。

経済的支援、就労

支援、就学援助や子

どもへの学習支援等

を実施します。

計画事業 24

コミュニティソーシャルワー

カーによる子どもの学習

支援

【再掲】

福祉総務課

要支援家庭等の子ど

もの学習習慣の習得

を図るとともに居場所

となる場を提供しま

す。

コミュニティソーシャルワーカーが関係機関や

地域住民、ボランティア等の協力を得て、公

共施設において要支援家庭等の子どもの学

習支援を行います。

①学習会実施回数

②子どもの延べ参加

者数

①65回

②1,400人

①数値上昇型

②数値上昇型

①6回

【64回】

②58人

【1,370人】

新型コロナウイルス感染症

の影響により、学習会の大

半が開催中止となった。

学習会 等の実施はできな

かったものの、支援が途切れ

ることがないよう、代わりとし

て、一部の学習会におい

て、月に1回お便りを発行

し、返信ハガキを同封するこ

とにより、ボランティアと子ども

たちの関係性の継続に努め

た。

B

新型コロナウイルス感染症

が収束するまでは、従来通

りの方法で学習会を開催す

ることは困難である。コロナ

禍でも、ボランティアと子ども

たちの関係性が途切れるこ

とのないよう、学習会のあり

方の見直しや、定期的なお

便りの発行等、工夫して取

り組みを行っていく。

①14回

【64回】

（ 22％）

②61人

【1,377人】

（ 4％）

新型コロナウイルス感染症

の影響により、一部の学習

会は開催中止となった。

なお、コロナ禍でも支援が途

切れることがないよう、オンラ

イン学習会を開催したり、

月に1回お便りを発行し、

返信ハガキを同封することに

より、ボランティアと子どもたち

の関係性の継続に努めた。

B

新型コロナウイルス感染症が収

束するまでは、従来通りの方

法で学習会を開催することは

困難である。コロナ禍でも、ボラ

ンティアと子どもたちの関係性が

途切れることのないよう、学習

会のあり方の見直しや、定期

的なお便りの発行等、工夫し

て取り組みを行っていく。

計画事業 25 としま未来塾 指導課

コミュニティ・スクールを

中心とした地域人材

の活用により、学習支

援が必要な子どもに

学習機会を提供し、

学力の定着や高等

学校等への進学に繋

げます。

様々 な事情等により学習習慣が十分に身に

付いていない、学習の仕方が分からない生

徒の学習をタブレット型PCを活用して支援

し、学力の定着や希望する高等学校等への

進学に繋がるよう支援を図ります。

地域人材を活用し、

希望する生徒を対象

に支援を行う。

コミュニティ・スクールを

中心とした地域人材

を活用し、中学校8

校の希望する生徒を

対象に支援を行う。

－

地域人材を活用し、

中学校8校の希望す

る生徒を対象に支援

を行った。

区立中学校8校の生徒を

対象に、毎週土曜日、一

回2時間の学習支援を実

施した。

年39日　各回40人

B

教育センター以外の会場を

利用し、支援を必要とする

生徒を広く集めるとともに、

地域人材を積極的に活用

する。

地域人材を活用し、

中学校8校の希望す

る生徒を対象に支援

を行った。

区立中学校8校の生徒を

対象に、毎週土曜日、一

回2時間の学習支援を実

施した。３年度より、教育

センターの他、二か所の区

民集会室で隔週土曜日、

夏季休業中の平日3日間

も開催した。

年34日（ 68回） 各回4

人

夏季休業中の平日

３日（ ６回）

A

教育センター以外の会場を利

用し、支援を必要とする生徒

を広く集めるとともに、地域人

材を積極的に活用する。

計画事業 26
小・中学校補習支援

チューター事業
指導課

各学校が放課後や

長期休業期間に実
施している補習授業

を支援します。

各学校が放課後や長期休業期間に実施し
ている補習授業を支援するため、大学生等

を補習支援チューターとして配置します。

各学校に大学生等を

補習支援チューターを

配置する校数

各学校に大学生等を

補習支援チューターと

して配置する。

【1校平均実施時

間: 　小学校年間

60時間、中学校年

間90時間】

数値維持継続型

大学生等を補習支

援チューターとして配

置した。

【小学校年間60時

間、中学校年間90

時間】

小学校　年間60時間

中学校　年間90時間

配置
B 今後も活用を継続する。

大学生等を補習支

援チューターとして配

置した。

【小学校年間60時

間、中学校年間90

時間】

小学校　年間295時間

（ 13時間/校）

中学校　年間424時間

（ 53時間/校）

配置した。

※新型コロナウイルス感染

拡大防止のため実施時間

数減。また、２年度実績

は、予算上の最大配置時

間数。

B 今後も活用を継続する。

計画事業 27
ひとり親家庭等の子ども

に対する学習支援事業
子育て支援課

ひとり親世帯の子ども

の学力向上のみなら

ず、世帯の生活向上

につなげます。

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的に利

用できる学習会を実施し、学習指導、進

路、将来の希望等に関する助言、不安・悩

みの相談に応じます。また、ひとり親相談員と

の連携により保護者・家庭等に関する生活

支援を行います。

高校への進学率

100％
100% 数値維持継続型

100%

【100％】

コロナ禍において教室に集ま

ることが困難で中止もあった

がリモート授業を取り入れた

り、少人数で回数を増やし

開催するなど、工夫を重ね

つながりを絶やさぬ努力を

行った。

A

昨年同様、つながりを絶や

さぬよう工夫をし学力向上

に努め、親への相談支援に

もつなげていく。

100%

【100％】

コロナ禍が収まらない中、開

催回数を週1回から2回増

やし教室内人数を分散させ

る形態を定着させた。リモー

トでの参加も可能にする仕

組みの確立、親面接等にも

力を入れた。

A

コロナ禍においても中断すること

ないつながりを重視し、希望高

校への進学を目指す。親とも

連携をし、必要な支援を提供

していく。

不要

⑤ひとり親家庭への

支援

ひとり親家庭の抱える

課題の解消や生活の

安定を図ります。

相談支援や経済的

支援、自立に向けた

支援事業などを行い

ます。

計画事業 27

ひとり親家庭等の子ども

に対する学習支援事業

【再掲】

子育て支援課

ひとり親世帯の子ども

の学力向上のみなら

ず、世帯の生活向上

につなげます。

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的に利

用できる学習会を実施し、学習指導、進

路、将来の希望等に関する助言、不安・悩

みの相談に応じます。また、ひとり親相談員と

の連携により保護者・家庭等に関する生活

支援を行います。

高校への進学率

100％
100% 数値維持継続型

100%

【100％】

コロナ禍において教室に集ま

ることが困難で中止もあった

がリモート授業を取り入れた

り、少人数で回数を増やし

開催するなど、工夫を重ね

つながりを絶やさぬ努力を

行った。

A

昨年同様、つながりを絶や

さぬよう工夫をし学力向上

に努め、親への相談支援に

もつなげていく。

100%

【100％】

コロナ禍が収まらない中、開

催回数を週1回から2回増

やし教室内人数を分散させ

る形態を定着させた。リモー

トでの参加も可能にする仕

組みの確立、親面接等にも

力を入れた。

B

コロナ禍においても中断すること

ないつながりを重視し、希望高

校への進学を目指す。親とも

連携をし、必要な支援を提供

していく。

不要

④学習支援の充実

学習支援が必要な

子どもに学習機会を

提供します。

区による補習や民間

団体による無料学習

支援を実施します。

計画事業 28
としま子ども学習支援ネッ

トワーク「とこネット」
福祉総務課

毎月の定例会におい

て、子ども達の学習指

導における情報共有

と意見交換を実施す

ることで、効果的な支

援を実施します。

地域で活動する無料学習支援団体をネット

ワーク化し、としま子ども学習支援ネットワー

ク「とこネット」を設立。共通する課題及び効

率的な運営のノウハウを共有する場を設ける

とともに活動を支援します。

とこネット定例会の開

催数
12回 数値維持継続型

6回

【12回】

新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、開催回数は

目標の半数となったが、

ZOOMなどを利用し、開催

した。

B

昨年度の経験を活かし、

ZOOMやビデオトークなど駆

使し、情報交換及び意見

交換の場を定期的につく

る。

12回

【12回】

新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて、基本的に

はZOOMを利用して開催し

た。

A

引き続き必要に応じてZOOM

などを利用しながら、情報交換

及び意見交換の場を維持して

いく。

②区民や地域団体、

大学との連携・協働

及び地域ネットワーク

の形成

子ども・若者支援に

地域全体で取り組む

ためのネットワーク形

成を図ります。

地域団体や事業者

間の支援ネットワーク

を構築し、情報提供

や活動を支援します。

計画事業 28

としま子ども学習支援ネッ

トワーク「とこネット」

【再掲】

福祉総務課

毎月の定例会におい

て、子ども達の学習指

導における情報共有

と意見交換を実施す

ることで、効果的な支

援を実施します。

地域で活動する無料学習支援団体をネット

ワーク化し、としま子ども学習支援ネットワー

ク「とこネット」を設立。共通する課題及び効

率的な運営のノウハウを共有する場を設ける

とともに活動を支援します。

とこネット定例会の開

催数
12回 数値維持継続型

6回

【12回】

新型コロナウイルス感染症

の影響を受けながらも

ZOOMなどを利用し、開催

した。

B

昨年度の経験を活かし、

ZOOMやビデオトークなど駆

使し、情報交換及び意見

交換の場を定期的につく

る。

12回

【12回】

新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて、基本的に

はZOOMを利用して開催し

た。

A

引き続き必要に応じてZOOM

などを利用しながら、情報交換

及び意見交換の場を維持して

いく。

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

重点事業 29
子ども虐待防止ネット

ワーク

子ども家庭支援セン

ター

児童虐待の予防及び

重篤化の防止を図り

ます。

①児童虐待の予防・防止に関するネットワー

クの重層的整備を図ります。

②児童問題に関する各関係機関相互の調

整とケース管理を行います。

③マニュアル等を教材とした職員研修の充

実を図ります。

①虐待防止ネット

ワーク研修開催数

②出張講座開催数

①2回

②15回

①ー

①【2回

（ 毎年度回数を維

持） 】

②40回

②【30回】

①数値維持継続型

②数値上昇型

①1回

【2回】

②30回

 【20回】

コロナ禍のため、ネットワーク

研修は予定していた2回を

実施できなかった。出張講

座に関しては、人数や会場

を調整し、密にならない環

境で実施した。

B

引き続き、関係機関に児童

虐待予防の取り組みを周

知し、虐待の早期発見、早

期対応につなげる。

①１回

【2回】

②４４回

【４０回】

ネットワーク研修をZOOMで行

うことにより、１回目実施。

２回目はコロナが急増した時

期と重なり実施せず。

B

引き続き、関係機関に児童虐

待予防の取り組みを周知し、

虐待の早期発見、早期対応

につなげる。ヤングケアラーの周

知についても追加していく。

①不要

②必要

①ー

②40回

①ー

②関係機関の関心も

高く、既に目標値を

達成しているため

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

目標６「子ども・若者の健やかな成長を地域全体で支援する」
（ １） 地域の力の活用

（ ４） 児童虐待防止対策・いじめ防止対策

④学習支援の充実

学習支援が必要な

子どもに学習機会を

提供します。

区による補習や民間

団体による無料学習

支援を実施します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

①虐待を受けた子ど

もへの支援

虐待を受けた子どもを

早期発見し、状況の

改善を図ります。

子どもや家庭からの相

談事業や子どもを保

護する事業を推進し

ます。

重点事業 29

子ども虐待防止ネット

ワーク事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

児童虐待の予防及び

重篤化の防止を図り

ます。

①児童虐待の予防・防止に関するネットワー

クの重層的整備を図ります。

②児童問題に関する各関係機関相互の調

整とケース管理を行います。

③マニュアル等を教材とした職員研修の充

実を図ります。

児童虐待等要支援

家庭の改善率
52.8%

　84%

【55% 】
数値上昇型

54.8%

【64% 】

個別ケースに関わる検討会

議を年645回開催し、関係

機関も含めて必要な情報

共有、役割分担をしなが

ら、虐待対応に当たった。

B

引き続き、関係機関との連

携を密にし、地域のつながり

の中で、虐待等要支援家

庭の見守り、支援を行って

いく。

45.7％

【６６％】

通常の虐待対応に加え、コ

ロナ感染に伴い、一時的に

養育困難に陥る家庭につい

ても、関係機関と連携し、

子どもの養育環境が整うよ

う支援した。

C

児童相談所の開設に伴い、各

機関の連携を強め、役割分担

をしながら要支援家庭の支援

を行っていく。

必要 84.0%

後期基本計画の目

標値と一致させるた

め。

重点事業 30
いじめ防止対策推進事

業
指導課

児童・生徒が安心し

て学校生活を送れる

よう、いじめの発生防

止や早期発見のため

の取組を推進します。

①学識経験者、保護者・学校・地域・関係

機関からなるいじめ問題対策委員会を開催

します。

②必要に応じ、学識経験者、弁護士、心

理士、福祉の専門知識を有する者等で構

成するいじめ調査委員会を開催します。

③児童・生徒に対していじめ実態調査を年

3回実施し、定期的な実態把握を行いま

す。

④心理検査を実施し、個々 の行動面や心

情面から分析を行うとともに、職層に応じた

教員研修を毎年実施し、いじめの早期発見

に役立てます。

※令和2年度より事業内容一部変更

①いじめの解消率

②いじめ防止のための

教員研修の実施

①小学校　93.5％

　中学校　90.2％

②職層に応じ

年3回実施

①小学校　100％

　中学校　100％

②職層に応じ

年3回実施

①数値維持継続型

②数値維持継続型

①小学校　82.2%

中学校　96.8%

【100％】

②職層に応じ年３回

実施

【年３回】

心理検査を区立小学校3

年生～区立中学校３年生

を対象に年2回実施した。

学識経験者、保護者、学

校、地域、関係機関からな

るいじめ防止対策委員会の

開催をした。

学識経験者、弁護士、心

理士、福祉の専門知識を

有する者等で構成するいじ

め調査委員会の開催をし

た。

教員研修の実施（ 5回）

をした。

臨時休業明けに「校内心の

ケア委員会」を全校に設

置、アンケートに基づき教職

員による全児童・生徒との

面談実施（ ３回） をした。

※委員会・調査・研修以外

に、コロナ禍での長期休業
明けの対応を十分に行うこ

とができたため。

B

学校経営や学級経営の根

本として、年度当初から、全

教職員の共通の意識を高

め、いじめを、「しない　させ

ない　見逃さない」体制づく

りを推進する。

子どもスキップや家庭・地域

においても、学校と一体的に

いじめ対策を推進できる体

制づくりを推進する。

①小学校　81.5%

中学校　78.1%

【100％】

②職層に応じ年3 回

実施

【年３回】

・心理検査を区立小学校3

年生～区立中学校３年

生を対象に年2回実施し

た。

学識経験者、保護者、学

校、地域、関係機関からな

るいじめ防止対策委員会の

開催【年3回】をした。

・学識経験者、弁護士、心

理士、福祉の専門知識を

有する者等で構成するいじ

め調査委員会の開催【年1

回】をした。

・教員研修の実施（ 3

回） をした。

・「校内心のケア委員会」を

全校に設置、アンケートに

基づき教職員による全児

童・生徒との面談実施（ 3

回） をした。

B

学校経営や学級経営の根本

として、年度当初から、全教職

員の共通の意識を高め、いじ

めを、「しない　させない　見逃

さない」体制づくりを推進する。

子どもスキップや家庭・地域に

おいても、学校と一体的にいじ

め対策を推進できる体制づくり

を推進する。

不要 ― ―

計画事業 31
児童虐待防止の普及・

啓発

子ども家庭支援セン

ター

児童虐待に関する知

識を広く周知し、地域

の中での気づきから早

期発見につなげます。

児童虐待防止に関する区民への理解促進

等を図るため、区民向け講演会や出前講

座、児童虐待防止推進月間における児童

虐待防止キャンペーン活動など、普及・啓発

活動を実施します。

区民講演会参加人

数
85名 数値維持継続型

66名

【85名】

「子どもの感情の育て方」と

いうテーマで、コロナ禍ではあ

るが、保育も実施し、子育

て中の保護者も参加できる

ように配慮した。

B

引き続き、児童虐待防止に

関するテーマで年1回区民

向け講演会を実施し、理解

促進を図る。

60名

【80名】

ズーム開催にて実施をし

た。

区民の方からの質問

などが良く出ていた。

B

令和4年度は区政９０周年

にて拡大実施。その後は引き

続き児童虐待防止に関する

テーマで年１回区民向け講演

会を実施し理解促進を図る。

計画事業 32 こんにちは赤ちゃん事業
健康推進課

長崎健康相談所

育児の不安を解消す

るとともに、把握された

要支援の家庭に適切

な支援を行い、虐待

の未然防止と早期発

見に努めます。虐待

の未然防止と早期発

見に努めます。

産婦及び生後4か月までの乳児を対象に保

健師や助産師が家庭を全戸訪問し、母子

及び家族の保健指導や、子育て情報の提

供を行います。

訪問率 100.0% 数値維持継続型
88.7%

【100％】

赤ちゃん訪問（ 新生児訪

問及び乳幼児全戸訪問）

を実施した。
B

赤ちゃん訪問を継続して実

施する。

91.5%

【100％】

赤ちゃん訪問（ 新生児訪

問及び乳幼児全戸訪問）

を実施した。
B

赤ちゃん訪問を継続して実施

する。

①妊娠期からの切れ

目ない支援

妊娠期から出産後ま

で、相談・支援体制

の充実を図ります。

妊娠・出産の不安軽

減や、子どもや保護

者の状況に応じて切

れ目なく支援を行いま

す。

計画事業 32
こんにちは赤ちゃん事業

【再掲】

健康推進課

長崎健康相談所

育児の不安を解消す

るとともに、把握された

要支援の家庭に適切

な支援を行い、虐待

の未然防止と早期発

見に努めます。虐待

の未然防止と早期発

見に努めます。

産婦及び生後4か月までの乳児を対象に保

健師や助産師が家庭を全戸訪問し、母子

及び家族の保健指導や、子育て情報の提

供を行います。

訪問率 100.0% 数値維持継続型
88.7%

【100％】

赤ちゃん訪問（ 新生児訪

問及び乳幼児全戸訪問）

を実施した。
B

赤ちゃん訪問を継続して実

施する。

91.5%

【100％】

赤ちゃん訪問（ 新生児訪

問及び乳幼児全戸訪問）

を実施した。
B

赤ちゃん訪問を継続して実施

する。

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

計画事業 33 子育て訪問相談事業
子ども家庭支援セン

ター

親子の孤立化防止の

ために訪問し必要な

支援を提供し、児童

虐待やいじめの未然

防止と早期発見に努

めます。

支援施設に出向くことが困難な保護者から

の相談依頼や関係機関からの情報提供を

受けて、子ども家庭支援センターの相談員が

自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支

援サービスの紹介等を行います。また、子ども

の1歳の誕生日にあわせて家庭を訪問し、

子育てに関する悩みを聴き、助言を行うとと

もに、絵本をプレゼントします。

訪問件数 4,000件 数値上昇型
3,707件

【2,600件】

保護者や関係機関からの

要請に応じ訪問を行い、信

頼関係を築きながら、助言

等を行うことができた。

A
コロナ禍でさらに孤立してい

る家庭が増えているためより

支援を提供していく。

3,960件

【3,800件】

R2年度コロナ禍の訪問の

要請にできる限り対応して

きており、R3年度は訪問相

談担当者を増員した。

A
引き続き、関係機関との連携

をとりながら積極的に実施して

いく。

③相談支援

育児や子育てに関す

る悩みや不安、問題

の解決を図ります。

子育て一般に関する

相談や、専門的な知

識を要する相談など、

子育てに関わる各種

相談支援に取り組み

ます。

計画事業 33
子育て訪問相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

保護者が適切な支

援を受け子育てに取

り組めるように相談対

応します。

支援施設に出向くことが困難な保護者から

の相談依頼や関係機関からの情報提供を

受けて、子ども家庭支援センターの相談員が

自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支

援サービスの紹介等を行います。また、子ども

の1歳の誕生日にあわせて家庭を訪問し、

子育てに関する悩みを聴き、助言を行うとと

もに、絵本をプレゼントします。

訪問件数 4,000件 数値上昇型
3,707件

【2,600件】

訪問相談事業について周

知活動を行うとともに専門

的な助言を行った。
B

昨年度同様、周知活動に

努め専門知識を活用し子

育て支援に努める。

3,960件

【3,800件】

来館者数の増加に伴い、

広場相談が842件増加し

た。
A

引き続き、18歳までの相談が

できることを周知し、幅広い相

談に対応する。

（ ２） 子育て支援サービスの充実

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

目標２「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」

（ １） 子どもや家庭への医療・健康促進

目標２「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 33
子育て訪問相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

1歳の誕生日に合わ

せて訪問し必要な支

援を提供する。

支援施設に出向くことが困難な保護者から

の相談依頼や関係機関からの情報提供を

受けて、子ども家庭支援センターの相談員が

自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支

援サービスの紹介等を行います。また、子ども

の1歳の誕生日にあわせて家庭を訪問し、

子育てに関する悩みを聴き、助言を行うとと

もに、絵本をプレゼントします。

バースデー訪問件数 1,000件 数値維持継続型
917件

【1,000件】

絵本のプレゼントをきっかけと

し訪問し支援の必要な親

子へ支援を提供した。コロナ

禍のため電話でも対応し

た。

B
昨年度同様に、電話対応

もしながら援助の必要な家

庭への支援につなげる。

828件

【900件】

絵本のプレゼントをきっかけ

とし訪問し支援の必要な親

子へ支援を提供した。コロナ

禍のため電話でも対応し

た。

B
返答の無い家庭へのポスティン

グの取り組み方を感染状況の

変化に伴い対応する。。

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

計画事業 34

母子一体型ショートケア

事業（ ひとり親家庭支

援事業）

子育て支援課

要支援家庭の母子を

見守り、心身の健康

回復により児童虐待

防止を図ります。

見守りが必要な母子等が一時的に母子生

活支援施設を利用し、子育て及び日常生

活に関する相談や必要な育児指導、家事

指導等の生活支援を行います。これにより要

支援家庭の養育状況の把握を容易にし、

母子の心身の健康回復を促すことで、児童

虐待防止を図ります。

母子一体型ショート

ケアの延利用日数
100日 数値維持継続型

80日

【100日】

保健師や子どもの権利グ

ループからの相談から繋がる

形で、要支援家庭の利用

をすすめた。

B

要支援家庭の発見から、母

子生活支援施設の利用も

含め見守りができる体制を

作る。

121日

【100日】

保健師や子どもの権利グ

ループ、NPO法人等の相談

から繋がる形で特定妊婦、

要支援家庭の利用をすす

めた。

A

特定妊婦の産前産後の見ま

もりを含め、要支援家庭の発

見から、母子生活支援施設の

利用を視野に入れた体制を作

る。

不要

⑤ひとり親家庭への

支援

ひとり親家庭の抱える

課題の解消や生活の

安定を図ります。

相談支援や経済的

支援、自立に向けた

支援事業などを行い

ます。

計画事業 34

母子一体型ショートケア

事業（ ひとり親家庭支

援事業）

【再掲】

子育て支援課

要支援家庭の母子を

見守り、心身の健康

回復により児童虐待

防止を図ります。

見守りが必要な母子等が一時的に母子生

活支援施設を利用し、子育て及び日常生

活に関する相談や必要な育児指導、家事

指導等の生活支援を行います。これにより要

支援家庭の養育状況の把握を容易にし、

母子の心身の健康回復を促すことで、児童

虐待防止を図ります。

母子一体型ショート

ケアの延利用日数
100日 数値維持継続型

80日

【100日】

保健師や子どもの権利グ

ループからの相談から繋がる

形で、要支援家庭の利用

をすすめた。

B

要支援家庭の発見から、母

子生活支援施設の利用も

含め見守りができる体制を

作る。

121日

【100日】

保健師や子どもの権利グ

ループ、NPO法人等の相談

から繋がる形で特定妊婦、

要支援家庭の利用をすす

めた。

A

特定妊婦の産前産後の見ま

もりを含め、要支援家庭の発

見から、母子生活支援施設の

利用を視野に入れた体制を作

る。

不要

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

計画事業 35

家庭訪問型子育て支援

（ ホームスタート）助成

事業

子育て支援課

様々 な理由から公的

な支援の「隙間」にあ

る家庭に寄り添う地

域活動を支援し、家

庭の孤立や児童虐

待の未然防止と早期

発見に努めます。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者とその

子どもを一時保護し、安定した生活が送れ

るようにします。他部署と連携して女性や子

どもの権利を守るため、ひとり親家庭及び女

性に対する相談・指導、援助を行います。

※令和2年度より事業内容一部変更

助成団体数 1団体 数値維持継続型
1団体

【1団体】

事業について公募を行い、

応募団体の申請内容を審

査・交付決定し、当該団体

のホームビジター及びオーガ

ナイザー養成等の事業費へ

の補助を行った。

B

令和2年度に引き続き、募

集・助成を行い、地域にお

けるホームスタート事業を支

援する。

1団体

【1団体】

事業助成の公募を行い、

応募団体の申請内容を審

査・交付決定し、当該団体

のホームビジター養成や訪

問事業実施等の費用助成

を行った。

B

令和3年度に引き続き、公募・

助成を行い、地域におけるホー

ムスタート事業の定着を支援

する。

①子育て支援サービ

スの充実

子育て家庭への支援

を推進します。

個々 の状況に応じた

家庭支援、子育てに

関する情報提供を実

施します。

計画事業 35

家庭訪問型子育て支援

（ ホームスタート）助成

事業

【再掲】

子育て支援課

様々 な理由から公的

な支援の「隙間」にあ

る家庭に寄り添う地

域活動を支援しま

す。

親の孤立化・虐待の未然防止を図るため、

区内でホームスタート事業（未就学児のい

る家庭を訪問し、親の悩みなどの傾聴と、家

事育児などの協働を行うボランティア活動）

を行う団体に対して、活動経費の助成を行

います。

助成団体数 1団体 数値維持継続型
1団体

【1団体】

事業について公募を行い、1

団体について交付決定を

行った。また、その団体にお

けるホームビジター及びオー

ガナイザー養成等の事業費

への補助を行った。また、当

該事業の利用促進のため、

妊産婦や区施設でのリーフ

レット配付に協力した。

B

令和2年度に引き続き、募

集・助成を行い、地域にお

けるホームスタート事業を支

援する。

1団体

【1団体】

助成の公募を行い、交付

決定した団体におけるホー

ムビジター及びオーガナイ

ザー養成等の事業費への

補助を行った。また、当該

事業の利用促進のため、妊

産婦や区施設でのリーフレッ

ト配付に協力した。

B

令和3年度に引き続き、公募・

助成を行い、地域における訪

問型子育て支援事業である

ホームスタート事業の定着を支

援する。

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

計画事業 36 スクールカウンセラー事業
指導課

教育センター

都公立学校スクール

カウンセラーを区立

小・中学校に派遣

し、いじめや不登校な

どの未然防止と早期

発見に努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区立小・

中学校に派遣し、いじめや不登校などを未

然に防止するためのカウンセリングや教員への

助言を行います。また、区立幼稚園も対象

に加え、教育センター相談員によるスクールカ

ウンセリングを行います。

配置校数

（ 全小中学校30

校）

30校 数値維持継続型
30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、3校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

A
今後も配置の維持を東京

都に依頼をする。

30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、2校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

A
今後も配置の維持を東京都に

依頼をする。

③いじめを受けた子ど

も、不登校、ひきこも

りへの支援

いじめや不登校、ひき

こもり等の悩みを抱え

る子ども・若者に対す

る支援を推進します。

相談体制の整備や、

適応指導教室の運

営等の事業を実施し

ます。

計画事業 36
スクールカウンセラー事業

【再掲】

指導課

教育センター

都公立学校スクール

カウンセラーを区立

小・中学校に派遣

し、いじめや不登校な

どの未然防止と早期

発見に努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区立小・

中学校に派遣し、いじめや不登校などを未

然に防止するためのカウンセリングや教員への

助言を行います。また、区立幼稚園も対象

に加え、教育センター相談員によるスクールカ

ウンセリングを行います。

配置校数

（ 全小中学校30

校）

30校 数値維持継続型
30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、3校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

A 今後も推進する。
30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、2校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

B 今後も推進する。

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 36
スクールカウンセラー事業

【再掲】

指導課

教育センター

都公立学校スクール

カウンセラーを区立

小・中学校に派遣

し、いじめや不登校な

どの未然防止と早期

発見に努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区立小・

中学校に派遣し、いじめや不登校などを未

然に防止するためのカウンセリングや教員への

助言を行います。また、区立幼稚園も対象

に加え、教育センター相談員によるスクールカ

ウンセリングを行います。

配置校数

（ 全小中学校３0

校）

３0校 数値維持継続型
30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、3校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

A 今後も推進する。
30校

【30校】

東京都からのスクールカウン

セラーを小・中学校全校に

配置した。さらに、各校1名

配置から、2校のみ派遣人

数・回数を２倍に増加し

た。

A 今後も推進する。

①児童虐待防止対

策・いじめ防止対策

児童虐待やいじめの

未然防止と早期発見

に努めます。

児童虐待防止に関す

る普及啓発や親子の

孤立化防止・子育て

力向上の取組を推進

します。いじめ問題の

解決に、地域全体で

連携して取り組みま

す。

計画事業 37
スクールソーシャルワー

カー活用事業
教育センター

学校と連携し、児童

虐待やいじめを受けて

いる児童・生徒を早

期に発見し、関係機

関と連携し支援を行

います。

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児

童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを

派遣し、家庭や地域社会、学校との協働体

制の整備や関係機関と連携を図るなど、環

境改善を行います。また、アウトリーチ（ 訪

問型の支援） を用い、児童・生徒の状況に

応じた支援を行います。さらに、地域や学校

の特性を把握し、不登校等の未然防止に

寄与します。

(全小中学校30

校）
30校 数値維持継続型

29校

【30校】

コロナで休校が続くなどの影

響により、拠点校配置型を

一部導入することはできな

かったが、支援にクロームブッ

クを導入し、オンライン面談

等を実施するなど、コロナ禍

に適した支援を行った。

B
学校をプラットホームとした

支援形態に、段階的に移

行する。

27校

【30校】

不登校対策会議を全区立

小中学校で開催し、学校と

SSWによる積極的な支援

と連携を図った。また、他関

係機関との連携を蜜に行う

とともに、社会資源の発掘と

ネットワークの構築を行い、

支援の幅を広げた。

B

従来の派遣型支援に加え、巡

回型支援を開始することで早

期発見、未然予防につなげ

る。

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

目標２「子どもを安心して産み育てるための支援を促進する」

（ ２） 子育て支援サービスの充実

（ １） 状況に応じた支援

（ ２） 相談体制の充実と情報発信
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

②子ども・若者支援

に関わる人のための環

境整備

子ども・若者に関わる

おとなを支援する仕

組みを整備します。

子ども・若者支援に

関わる人が安心して

働き、活動するための

環境を整備します

計画事業 37

スクールソーシャルワー

カー活用事業

【再掲】

教育センター

学校と連携し、児童

虐待やいじめを受けて

いる児童・生徒を早

期に発見し、関係機

関と連携し支援を行

います。

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児

童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを

派遣し、家庭や地域社会、学校との協働体

制の整備や関係機関と連携を図るなど、環

境改善を行います。また、アウトリーチ（ 訪

問型の支援） を用い、児童・生徒の状況に

応じた支援を行います。さらに、地域や学校

の特性を把握し、不登校等の未然防止に

寄与します。

関与した学校数 30校 数値維持継続型
27校

【30校】

拠点校配置型を一部導入

した。区立小学校にクローム

ブックを導入し、オンライン面

談等を実施した。

B
学校をプラットホームとした

支援形態に、段階的に移

行する。

27校

【30校】

不登校対策会議を全区立

小中学校で開催し、学校と

SSWによる積極的な支援

と連携を図った。また、他関

係機関との連携を蜜に行う

とともに、社会資源の発掘と

ネットワークの構築を行い、

支援の幅を広げた。

B

従来の派遣型支援に加え、巡

回型支援んを開始することで

早期発見、未然予防につなげ

る。

③いじめを受けた子ど

も、不登校、ひきこも

りへの支援

いじめや不登校、ひき

こもり等の悩みを抱え

る子ども・若者に対す

る支援を推進します。

相談体制の整備や、

適応指導教室の運

営等の事業を実施し

ます。

計画事業 37

スクールソーシャルワー

カー活用事業

【再掲】

教育センター

不登校、ひきこもりな

ど困難な状況にある

区立小・中学校に在

籍する児童・生徒に

対して、学ぶ権利の

確保に向けた支援を

行います。

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児

童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを

派遣し、家庭や地域社会、学校との協働体

制の整備や関係機関と連携を図るなど、環

境改善を行います。また、アウトリーチ（ 訪

問型の支援） を用い、児童・生徒の状況に

応じた支援を行います。さらに、地域や学校

の特性を把握し、不登校等の未然防止に

寄与します。

支援・関与数 180件 数値上昇型
82件

【120件】

コロナで休校が続くなどの影

響により、拠点校配置型を

一部導入することはできな

かったが、支援にクロームブッ

クを導入し、オンライン面談

等を実施するなど、コロナ禍

に適した支援を行った。

B
学校をプラットホームとした

支援形態に、段階的に移

行する。

117件

【120件】

不登校対策会議を全区立

小中学校で開催し、学校と

SSWによる積極的な支援

と連携を図った。また、他関

係機関との連携を蜜に行う

とともに、社会資源の発掘と

ネットワークの構築を行い、

支援の幅を広げた。

B

従来の派遣型支援に加え、巡

回型支援んを開始することで

早期発見、未然予防につなげ

る。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

重点事業 38
「子どもの権利擁護セン

ター(仮称)」の設置
子ども若者課

子どもの権利侵害を

予防、救済します。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様な

性自認・性的指向の人々 、外国人など、子

ども自身からの相談に応じるために、子どもの

権利擁護委員を配置した子どもの権利擁

護センターを設置・運営します。

①設置

②相談件数

①設置に向けて検討

中

②設置に向けて検討

中

①令和４年度中に

開設

【①令和3年度中に

開設】

②―

【②50件】

①ー

②数値上昇型

①設置に向け検討

②－

「子どもの権利委員会」を全

3回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（ 仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策

検証の中で既存事業の課

題を整理しながら、子どもの

権利擁護のために既存事

業の活用方法や連携方法

を検討していく。

①設置に向け検討

②－

「子どもの権利委員会」を全

4回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策検

証の中で既存事業の課題を

整理しながら、子どもの権利擁

護のために既存事業の活用方

法や連携方法を検討していく。

①必要

②不要

①令和４年度中に

開設

②―

①新型コロナウイルス

感染症の影響で区の

財政等に影響が生じ

ており、様々 な事業に

スケジュールの変更が

発生しているため。

②―

③いじめを受けた子ど

も、不登校、ひきこも

りへの支援

いじめや不登校、ひき

こもり等の悩みを抱え

る子ども・若者に対す

る支援を推進します。

相談体制の整備や、

適応指導教室の運

営等の事業を実施し

ます。

計画事業 38

「子どもの権利擁護セン

ター(仮称)」の設置

【再掲】

子ども若者課

「子どもの権利擁護セ

ンター（ 仮称） 」を設

置することで、いじめや

不登校、ひきこもり等

の悩みを抱える子ど

も・若者への支援も推

進します。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様な

性自認・性的指向の人々 、外国人など、子

ども自身からの相談に応じるために、子どもの

権利擁護委員を配置した子どもの権利擁

護センターを設置・運営します。

①設置

②相談件数

①設置に向けて検討

中

②設置に向けて検討

中

①令和４年度中に

開設

【①令和3年度中に

開設】

②―

【②50件】

①ー

②数値上昇型

①設置に向け検討

②―

「子どもの権利委員会」を全

3回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（ 仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策

検証の中で既存事業の課

題を整理しながら、子どもの

権利擁護のために既存事

業の活用方法や連携方法

を検討していく。

①設置に向け検討

②－

「子どもの権利委員会」を全

4回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策検

証の中で既存事業の課題を

整理しながら、子どもの権利擁

護のために既存事業の活用方

法や連携方法を検討していく。

①必要

②不要

①令和４年度中に

開設

②―

①新型コロナウイルス

感染症の影響で区の

財政等に影響が生じ

ており、様々 な事業に

スケジュールの変更が

発生しているため。

②―

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 38

「子どもの権利擁護セン

ター(仮称)」の設置

【再掲】

子ども若者課

「子どもの権利擁護セ

ンター（ 仮称） 」を設

置することで、困難を

有する子ども・若者や

その家族への相談体

制を充実させます。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、多様な

性自認・性的指向の人々 、外国人など、子

ども自身からの相談に応じるために、子どもの

権利擁護委員を配置した子どもの権利擁

護センターを設置・運営します。

①設置

②相談件数

①設置に向けて検討

中

②設置に向けて検討

中

①令和４年度中に

開設

【①令和3年度中に

開設】

②―

【②50件】

①ー

②数値上昇型

①設置に向け検討

②―

「子どもの権利委員会」を全

3回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（ 仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策

検証の中で既存事業の課

題を整理しながら、子どもの

権利擁護のために既存事

業の活用方法や連携方法

を検討していく。

①設置に向け検討

②－

「子どもの権利委員会」を全

4回開催し、その中で「子ど

もの権利擁護センター（仮

称） 」も含めた「子どもの権

利擁護制度」のあり方につ

いて検討した。

B

子どもの権利に関する施策検

証の中で既存事業の課題を

整理しながら、子どもの権利擁

護のために既存事業の活用方

法や連携方法を検討していく。

①必要

②不要

①令和４年度中に

開設

②―

①新型コロナウイルス

感染症の影響で区の

財政等に影響が生じ

ており、様々 な事業に

スケジュールの変更が

発生しているため。

②―

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

重点事業 39
子どもの権利擁護委員

相談事業

子ども家庭支援セン

ター

子どもの権利侵害の

相談に応じ子どもの

救済、権利回復を図

ります。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救

済や回復のために支援をします。また、権利

侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関

等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防

し、子どもの救済や回復に努めます。

権利侵害に関わる活

動件数
5件

20件

【10件】
数値上昇型

15件

【7件】

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

引き続き、ジャンプでの巡回

相談、必要に応じて個別相

談を実施する。また、権利

擁護センター（仮称）の設

置検討においては、センター

設置後の出張相談の在り

方についてもあわせて検討し

ていく。

12件

【13件】

60％

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

権利擁護センター（ 仮称） の

設置に合わせて、周知の方法

等検討していく。

必要 20件

中高生の権利侵害に

関わる相談への関心

が高まっているため。

①虐待を受けた子ど

もへの支援

虐待を受けた子どもを

早期発見し、状況の

改善を図ります。

子どもや家庭からの相

談事業や子どもを保

護する事業を推進し

ます。

計画事業 39

子どもの権利擁護委員

相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

子どもからの発信を受

け止め、関係機関と

連携して支援します。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救

済や回復のために支援をします。また、権利

侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関

等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防

し、子どもの救済や回復に努めます。

権利侵害に関わる活

動件数
20件 数値上昇型

15件

【7件】

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

引き続き、ジャンプでの巡回

相談、必要に応じて個別相

談を実施する。

12件

【13件】

60％

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

引き続きジャンプでの巡回相

談、必要に応じて個別相談を

実施。

権利擁護センターの設置に合

わせて周知の方法等を検討し

ていく。

③いじめを受けた子ど

も、不登校、ひきこも

りへの支援

いじめや不登校、ひき

こもり等の悩みを抱え

る子ども・若者に対す

る支援を推進します。

相談体制の整備や、

適応指導教室の運

営等の事業を実施し

ます。

計画事業 39

子どもの権利擁護委員

相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

子どもからの発信を受

け止め、関係機関と

連携して支援する。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救

済や回復のために支援をします。また、権利

侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関

等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防

し、子どもの救済や回復に努めます。

権利侵害に関わる活

動件数
20件 数値上昇型

15件

【7件】

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

引き続き、ジャンプでの巡回

相談、必要に応じて個別相

談を実施する。

12件

【13件】

60％

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

権利擁護センター（ 仮称） の

設置に合わせて、周知の方法

等検討していく。

（ １） 状況に応じた支援

（ １） 状況に応じた支援

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

目標３「子ども・若者に関する施設において、充実した環境を整備する」

（ ３） 子ども・若者支援に関わる人への支援

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 39

子どもの権利擁護委員

相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

子ども自身や家族か

らの相談を受け、子ど

もの権利を守ります。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救

済や回復のために支援をします。また、権利

侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関

等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防

し、子どもの救済や回復に努めます。

権利侵害に関わる活

動件数
20件 数値上昇型

15件

【7件】

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

引き続き、ジャンプでの巡回

相談、必要に応じて個別相

談を実施する。

12件

【13件】

60％

ジャンプでの巡回相談や個

別相談を実施した。
B

権利擁護センター（ 仮称） の

設置に合わせて、周知の方法

等検討していく。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 40
児童相談所の設置・運

営
子育て支援課

児童相談所を設置

し、児童虐待に迅

速・確実に対応する

体制を実現します。

児童相談所を設置し、養護相談、育成相

談、障害相談、非行相談、里親に関する相

談など、子どもに関する専門的な相談を受け

付け助言を行うほか、必要に応じて専門機

関へ繋ぎます。また、緊急に保護を必要とす

る場合、保護による行動観察や短期入所

指導を行う場合に、一時保護を行います。

－ － － －

東京都及び厚生労働省と

の協議に向けた児童相談

所設置計画書を作成。

また、他自治体及び児童

養護施設等へ20名超の職

員派遣を実施し人材育成

を推進するとともに、児童相

談所開設アドバイザーを含

む専門職の職員採用を進

め、組織体制の確保及び

強化を図った。

B

政令指定に先立つ東京都

及び厚生労働省との事前

協議に向け、より具体的な

運用の検討を進めるととも

に、東京都からの事務引継

ぎを着実に行い、円滑な運

営のための体制整備を推進

する。

－

東京都と3回の協議を終

え、厚生労働省に対して政

令指定要請を実施。

児童相談所での経験豊富

な人材を任期付職員として

採用し検討体制を強化す

るとともに、東京都への業務

引継ぎ派遣を開始し、業務

移管に向けた体制整備を

行った。

B

引き続き、東京都への職員派

遣及び協議の場を通じて、業

務引継ぎを着実に実施する。

また、死亡事故ゼロに向け、複

合施設としてのメリットを活かし

た支援機能の強化を図るととも

に、保護児童の人権を尊重し

た保護所運営の検討を進め

る。

①虐待を受けた子ど

もへの支援

虐待を受けた子どもを

早期発見し、状況の

改善を図ります。

子どもや家庭からの相

談事業や子どもを保

護する事業を推進し

ます。

計画事業 40
児童相談所の設置・運

営【再掲】
子育て支援課

児童相談所を設置

し、児童虐待に迅

速・確実に対応する

体制を実現します。

児童相談所を設置し、養護相談、育成相

談、障害相談、非行相談、里親に関する相

談など、子どもに関する専門的な相談を受け

付け助言を行うほか、必要に応じて専門機

関へ繋ぎます。また、緊急に保護を必要とす

る場合、保護による行動観察や短期入所

指導を行う場合に、一時保護を行います。

－ － － －

設置計画書を作成するとと

もに、組織・人員体制確保

のため、計画的な職員採用

と他自治体への職員派遣

等を実施した。

A

政令指定に先立つ東京都

及び厚生労働省との事前

協議に向け、より具体的な

運用の検討を進めるととも

に、東京都からの事務引継

ぎを着実に行い、円滑な運

営のための体制整備を推進

する。

－

東京都と3回の協議を終

え、厚生労働省に対して政

令指定要請を実施した。

児童相談所での経験豊富

な人材を任期付職員として

採用し検討体制を強化す

るとともに、東京都への業務

引継ぎ派遣を開始し、業務

移管に向けた体制整備を

行った。

B

引き続き、東京都への職員派

遣及び協議の場を通じて、業

務引継ぎを着実に実施する。

また、死亡事故ゼロに向け、複

合施設としてのメリットを活かし

た支援機能の強化を図るととも

に、保護児童の人権を尊重し

た保護所運営の検討を進め

る。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 41
人権擁護委員相談事

業
区民相談課

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施します。

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、

子どもも対象とした電話相談を、24時間・

365日実施します。

人権擁護委員が、電

話相談を24時間受

け付けます。

－ －

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施しました。

人権擁護委員が、電話相

談を24時間・365日実施

しました。（ 相談件数は全

３件）

B
コロナ禍においても電話相

談を継続する。

7件（ 作成者:人権

相談の結果は件数し

か区に報告されないた

め、相談者が子どもか

どうか不明。）

人権擁護委員が、電話相

談を24時間・365日実施

しました。（ 相談件数は全

7件）

A
コロナ禍においても電話相談を

継続する。

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 41
人権擁護委員相談事

業【再掲】
区民相談課

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施します。

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、

子どもも対象とした電話相談を、24時間・

365日実施します。

人権擁護委員が、電

話相談を24時間受

け付けます。

－ －

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施しました。

人権擁護委員が、電話相

談を24時間・365日実施

しました。（ 相談件数は全

３件）

B
コロナ禍においても電話相

談を継続する。
7

人権擁護委員が、電話相

談を24時間・365日実施

しました。（ 相談件数は全

7件）

B
コロナ禍においても電話相談を

継続する。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 42
子ども若者総合相談事

業（ アシスとしま）
子ども若者課

子どもの相談へのハー

ドルを下げ、気軽に相

談体験することで将

来の重篤化を予防し

ます。

学校や就労、家族関係など様々 な困難を

有する子ども・若者やその家族からの相談を

受け付ける総合相談窓口の運営や、アウト

リーチによる相談を実施しています。相談を

受け、個々 の状況に合わせた支援を実施し

ます。また、関係機関や地域と連携し、必要

な支援へ繋げていきます。

登録相談者数 250人 数値上昇型
144人

【150人】

SNS等での情報発信、公

立高校等での出前講座、

中高生センタージャンプでの

出張相談などで、相談の

ハードルを下げるための活動

を実施した。

B

引き続き、予防的支援を強

化し、気軽に相談できる窓

口を目指し、重篤化する前

からの相談に繋がるよう情

報発信と意識啓発に努め

る。

226人

【240人】

公立小中学校の児童生徒

に貸与しているタブレットパ

ソコンからアシスとしまに直接

メッセージが送れるツールを

作成し、気軽に相談できる

体制を整備した。

B

タブレットパソコンから気軽にメッ

セージにより相談できることで予

防的支援を継続する。

若者の多くが利用している

LINEを活用し相談予約をでき

るようにし、相談に繋がりやすく

する。

③いじめを受けた子ど

も、不登校、ひきこも

りへの支援

いじめや不登校、ひき

こもり等の悩みを抱え

る子ども・若者に対す

る支援を推進します。

相談体制の整備や、

適応指導教室の運

営等の事業を実施し

ます。

重点事業 42

子ども若者総合相談事

業（ アシスとしま）

【再掲】

子ども若者課

不登校、ひきこもりな

ど困難な状況にある

子ども・若者に対して

自立に向けた支援を

行います。

学校や就労、家族関係など様々 な困難を

有する子ども・若者やその家族等からの相談

を受け付ける総合相談窓口の運営や、アウ

トリーチによる相談を実施しています。

相談を受け、個々 の状況に合わせた支援を

実施します。また、関係機関や地域と連携

し、必要な支援へつなげていきます。

①不登校に関する相

談件数

②ひきこもりに関する

相談件数

①12件

②19件

①25件

②40件

（ 重篤化する前の予

防的な相談を増や

す）

①数値上昇型

②数値上昇型

①19件

【16件】

②27件

【26件】

コロナ禍のため来所相談、

アウトリーチが減少したが、

登録者には電話連絡を定

期的に行った。ツイッター、イ

ンスタグラムなどで対象者に

届くよう工夫しながら情報発

信を行った。

B

18歳までの不登校の相談

は教育センターでも行ってい

るため、18歳前から並走的

支援を行いながら切れ目な

く引き継いでいけるよう、更

に連携を強化する。

①22件

【18件】

②20件

【28件】

公立小中学校の児童生徒

に貸与しているタブレットパ

ソコンからアシスとしまに直接

メッセージが送れるツールを

作成した。必要に応じて指

導課、子ども家庭支援セン

ター等と連携し支援を行っ

た。

B

令和３年度に引き続き公立

小中学校の児童生徒のタブ

レットパソコンからのメッセージに

対応し、指導課、子ども家庭

支援センターと連携を強化す

る。

不要 ― ―

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 43 子どもに関する相談事業
子ども家庭支援セン

ター

東西子ども家庭支援

センターを中心に子ど

もに関するあらゆる相

談を受け、迅速に対

応・支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆる相談

を面接、電話、Eメールなどで受けています。
機関連携数 500件 数値上昇型

345件

【400件】

保健所、保育園等関係機

関と連携しながら、ケース対

応し支援にあたった。
B

引き続き連携を密にし、切

れ目のない支援を行う。

367件

【400件】

保健所、保育園等関係機

関と連携しながら、ケース対

応し支援にあたった。
B

関係機関との連携を密にし、

切れ目のない、適切な支援を

行う。

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 43
子どもに関する相談事業

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

東西子ども家庭支援

センターを中心に子ど

もに関するあらゆる相

談を受け、迅速に対

応・支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆる相談

を面接、電話、Eメールなどで受けています。

東西子ども家庭支援

センター相談件数
13.000件 数値上昇型

11.363件

【11,400件】

新型コロナウイルス感染症

の感染拡大を踏まえ、来館

せず、電話・メールでも相談

できることをホームページや

SNSで周知した。

A

些細なことでも気軽に相談

できるよう、引き続き情報発

信をし相談先としての周知

に努める。

12,967件

【12,000件】

新型コロナウイルス感染症

の感染拡大を踏まえ、来館

せず、電話・メールでも相談

できることをホームページや

SNSで周知した。

A

引き続き、些細なことでも気軽

に相談できるよう、引き続き情

報発信をし相談先としての周

知に努める。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 44
子どもからの専用電話相

談

子ども家庭支援セン

ター

フリーダイヤルで相談

できることを周知し、

子どもからの相談を受

ける環境を整備するこ

とで、子どもの相談・

救済を図ります。

18歳までの子どもを対象に、友だちや家族に

関することなど様々 な悩みや心配事につい

て、子ども専用のフリーダイヤルでの電話相談

を行っています。

子どもからのフリーダイ

ヤルでの電話相談件

数

4件 数値上昇型
1件

【2件】

フリーダイヤルの周知が不足

しているため件数が少ない。
C

小学校４年生から中学生

までに学校を通しフリーダイ

ヤルの周知に努める。

４件

【3件】

SOSカードを配布し

周知した。
B

児童相談所設置に合わせ

SOSカード再度作成予定。

普及啓発を継続。

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和２年度実績

【】内は令和２年

度目標値（ H)

事業目標に資する令

和２年度の取組み内

容（ I）

主管課評

価（ J）

令和３年度以降の取

組の方向性（ K）

令和３年度実績

【】内は令和３年

度目標値（ h)

事業目標に資する令

和３年度の取組み内

容（ i）

主管課評

価（ j）

令和4年度以降の取組

の方向性（ k）

見直しの要否

（ L）

見直し後の目標

値（ M）

見直しの理由

（ N）

令和2年度 令和３年度

具体的な取組 事業の概要 目標管理

取組 目標 内容
事業

分類

事

業

№

事業名（ A）
目標値の性質

（ Z）

目標値（ 令和６年度） 見直し　※重点事業のみ

担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D） 目標（ E）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 44

子どもからの専用電話相

談

【再掲】

子ども家庭支援セン

ター

フリーダイヤルで相談

できることを周知し子

どもからの相談を受け

る。

18歳までの子どもを対象に、友だちや家族に

関することなど様々 な悩みや心配事につい

て、子ども専用のフリーダイヤルでの電話相談

を行っています。

子どもからのフリーダイ

ヤルでの電話相談件

数

10件 数値上昇型
1件

【2件】

フリーダイヤルの周知が不足

しているため件数が少ない。
C

小学校４年生から中学生

までに学校を通しフリーダイ

ヤルの周知に努める。

４件

【3件】

SOSカードを配布し周知

した。
B

児童相談所設置に合わせ

SOSカード再度作成予定。

普及啓発を継続する。

②相談・救済体制の

整備

虐待やいじめを受けた

子どもの相談・救済を

図ります。

子どもが相談しやすい

体制を整備するととも

に、被害を受けた子ど

もの保護を行います。

計画事業 45
子ども家庭女性相談事

業
子育て支援課

DV被害者,ひとり親

等の安定した生活が

送れるよう自立支援

を行います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を一時

保護し、安定した生活が送れるようにしま

す。他部署と連携して女性や子どもの権利

を守るため、ひとり親家庭及び女性に対する

相談・指導、援助を行います。

相談件数 14,000件 数値上昇型
10,746件

【12,000件】

ＤＶ被害者の相談、一時

保護、若年女性の相談、ひ

とり親相談に加え、コロナ禍

におけるひとり親家庭に対す

る臨時の食料支援を実施

した。

B
あらゆる機会をとらえ、相談

につなげ自立に向けての支

援を寄り添い支援を行う。

10,689件

【12,000件】

ＤＶ被害者の相談、一時

保護、女性の相談、ひとり

親相談に加え、コロナ禍に

おけるひとり親家庭に対する

食料支援を実施した。

B

あらゆる機会をとらえ、相談に

つなげ自立に向けての支援を

寄り添い支援を行う。相談につ

ながる場をできるだけ多く設定

する。

不要

①虐待を受けた子ど

もへの支援

虐待を受けた子どもを

早期発見し、状況の

改善を図ります。

子どもや家庭からの相

談事業や子どもを保

護する事業を推進し

ます。

計画事業 45
子ども家庭女性相談事

業【再掲】
子育て支援課

DV被害者,ひとり親

等の安定した生活が

送れるよう自立支援

を行います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を一時

保護し、安定した生活が送れるようにしま

す。他部署と連携して女性や子どもの権利

を守るため、ひとり親家庭及び女性に対する

相談・指導、援助を行います。

相談件数 14,000件 数値上昇型
10,746件

【12,000件】

相談件数は目標値を下

回ったが、DV被害者の相

談、一時保護、若年女性

の相談、ひとり親相談に加

え、コロナ禍におけるひとり親

家庭に対する臨時の食料

支援を実施した。

B
あらゆる機会をとらえ、相談

につなげ自立に向けての支

援を寄り添い支援を行う。

10,689件

【12,000件】

ＤＶ被害者の相談、一時

保護、女性の相談、ひとり

親相談に加え、コロナ禍に

おけるひとり親家庭に対する

食料支援を実施した。

B

あらゆる機会をとらえ、相談に

つなげ自立に向けての支援を

寄り添い支援を行う。相談につ

ながる場をできるだけ多く設定

する。

不要

①相談体制の充実と

情報発信

困難を有する子ども・

若者やその家族の相

談体制を充実するとと

もに、情報が必要な

方に届けます。

相談しやすい体制を

整備するとともに、支

援に関する情報発信

を実施します。

計画事業 45
子ども家庭女性相談事

業【再掲】
子育て支援課

DV被害者,ひとり親

等の安定した生活が

送れるよう自立支援

を行います。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を一時

保護し、安定した生活が送れるようにしま

す。他部署と連携して女性や子どもの権利

を守るため、ひとり親家庭及び女性に対する

相談・指導、援助を行います。

相談件数 14,000件 数値上昇型
10,746件

【12,000件】

ＤＶ被害者の相談、一時

保護、若年女性の相談、ひ

とり親相談に加え、コロナ禍

におけるひとり親家庭に対す

る臨時の食料支援を実施

した。

B
あらゆる機会をとらえ、相談

につなげ自立に向けての支

援を寄り添い支援を行う。

10,689件

【12,000件】

ＤＶ被害者の相談、一時

保護、女性の相談、ひとり

親相談に加え、コロナ禍に

おけるひとり親家庭に対する

食料支援を実施した。

B

あらゆる機会をとらえ、相談に

つなげ自立に向けての支援を

寄り添い支援を行う。相談につ

ながる場をできるだけ多く設定

する。

不要

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」

（ １） 状況に応じた支援

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

（ ２） 相談体制の充実と情報発信

目標５「それぞれの状況に応じ、子ども・若者及び家族を支援する」
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関係機関にチラシを配布するとともに、区

ホームページ、SNSで情報を発信してい

る。

子育て支援課

育児訪問、センター講座、SNSを有効活

用する。
子どもの権利グループとの連携を強化する。

虐待防止の観点から、育児訪問相談はコロナ禍であってもできる限り対応を

した。バースデイ訪問も電話対応を可能にし、絵本はポスティングするという工

夫をした。

子どもの権利グループとの連携を強化する。緊急事態宣言中は極力利用を控えてもらった。

事業№

事業の概要

29

30

31

32

33

34

35

要支援家庭の母子を

見守り、心身の健康回

復により児童虐待防

止を図ります。

見守りが必要な母子等が一時的に母子生活

支援施設を利用し、子育て及び日常生活に

関する相談や必要な育児指導、家事指導等

の生活支援を行います。これにより要支援家庭

の養育状況の把握を容易にし、母子の心身の

健康回復を促すことで、児童虐待防止を図り

ます。

児童虐待の予防及び

重篤化の防止を図りま

す。

①児童虐待の予防・防止に関するネットワーク

の重層的整備を図ります。

②児童問題に関する各関係機関相互の調整

とケース管理を行います。

③マニュアル等を教材とした職員研修の充実を

図ります。

児童虐待防止の普及・啓

発

子育て支援

課

児童虐待に関する知

識を広く周知し、地域

の中での気づきから早

期発見につなげます。

児童虐待防止に関する区民への理解促進等

を図るため、区民向け講演会や出前講座、児

童虐待防止推進月間における児童虐待防止

キャンペーン活動など、普及・啓発活動を実施

します。

こんにちは赤ちゃん事業

健康推進課

長崎健康相談
所

育児の不安を解消す

るとともに、把握された

要支援の家庭に適切

な支援を行い、虐待の

未然防止と早期発見

に努めます。虐待の未

然防止と早期発見に

努めます。

産婦及び生後4か月までの乳児を対象に保健

師や助産師が家庭を全戸訪問し、母子及び

家族の保健指導や、子育て情報の提供を行

います。

子育て支援

課

母子一体型ショートケア事

業

（ ひとり親家庭支援事

業）

子ども虐待防止ネットワー

ク事業

関係機関や地域の民生主任児童委員と

の連携を密に情報共有する。

保護者からの子育ての不安への丁寧な聞

きとり及び最適な支援の提供を行う。

事業名 担当課 事業目標

（ ４） 子どもの権利侵害の防止及び相談・救済

目標

内容

①児童虐待防止対策・いじめ防止対策

いじめ防止対策推進事業 指導課

家庭訪問型子育て支援

（ ホームスタート） 助成事

業

子育て支援課

様々 な理由から公的

な支援の「隙間」にある

家庭に寄り添う地域活

動を支援し、家庭の孤

立や児童虐待の未然

防止と早期発見に努

めます。

親の孤立化・虐待の未然防止を図るため、区

内でホームスタート事業（ 未就学児のいる家

庭を訪問し、親の悩みなどの傾聴と、家事育児

などの協働を行うボランティア活動） を行う団体

に対して、活動経費の助成を行います。

子育て訪問相談事業 子育て支援課

子どもの権利保障に関する項目

虐待やいじめを未然防止するために、特に

力を入れて取り組んでいることはあります

か。検討中の取組を含めて記載してくださ

い。

子どもや子育て家庭の認知度や利用率を

向上させるため、どのような周知活動を

行っていますか。

虐待やいじめは発見された場合、どのよう

な対応をしていますか。

新型コロナウイルス感染症の影響下で虐待・いじめの未然防止のために特

に力を入れたこと、または事業実施に支障をきたしたことを記入してくださ

い。

事業内容

子ども自身からの発信につながるように

SOSカードの配布を予定している。

必要な調査を実施、子どもへの聞き取り、

保護者との面接を行い、支援につなげる。

コロナの感染を不安に思う保護者から、面接や訪問を拒否されることもあっ

た。令和2年11月から見守り強化事業を実施し、306世帯をフォローした。

区民講演会や虐待防止キャンペーンで周

知を図る他、SNSを活用し子育て世代や

児童本人に向けた動画を配信している。

児童・生徒が安心して

学校生活を送れるよ

う、いじめの発生防止

や早期発見を図りま

す。

①保護者・学校・地域・関係機関からなるいじ

め問題対策委員会を開催します。

②児童・生徒に対していじめ実態調査を年3

回実施し、定期的な実態把握を行います。

③心理検査を実施し、個々 の行動面や心情

面から分析を行うとともに、職層に応じた教員

研修を毎年実施し、いじめの早期発見に役立

てます。

親子の孤立化防止の

ために訪問し必要な支

援を提供し、児童虐待

やいじめの未然防止と

早期発見に努めます。

支援施設に出向くことが困難な保護者からの

相談依頼や関係機関からの情報提供を受け

て、子ども家庭支援センターの相談員が自宅を

訪問し、アドバイスや各種子育て支援サービス

の紹介等を行います。また、子どもの1歳の誕

生日にあわせて家庭を訪問し、子育てに関する

悩みを聴き、助言を行うとともに、絵本をプレゼ

ントします。

各学校において、年３回以上のいじめ防

止授業を行うとともに、人権への理解を深

めるため外部講師を招聘した授業を実施

している。

各学校を通じていじめ防止対策に関するチ

ラシ等配布している。

区のいじめ防止対策推進条例、同基本方

針に基づき、学校いじめ防止対策推進基

本方針を制定し、組織的に対応している。

虐待についても都の虐待防止研修セットを

活用した研修を各校で行い、教員が虐待

を見逃さないよう注意している。

幼児・児童・生徒の中には、新型コロナウイルス感染拡大の状況が続き、自

分が感染するのではないかと不安や恐れを抱いてストレス症状を示すことが想

定されたため、各学校・園において、学期初めには必ず、学級担任や養護教

諭のみでなく、学校が一体となった観察を行い、全員面接を実施し、校内心

のケア委員会で幼児・児童・生徒の状況を的確に把握し、一人一人の幼

児・児童・生徒に対してきめ細やかな対応を組織的に実施した。

必要な調査を実施、子どもへの聞き取り、

保護者との面接を行い、支援につなげる。

コロナの感染拡大を防ぐため、予定していた研修、会議を実施できないことが

あった。

こんにちは赤ちゃん訪問で把握された要支

援家庭について母子保健事業につなげた

り、保健師が個別に支援を継続するほか、

関係機関と連携を図り、切れ目なくかつ重

層的に支援している。

妊娠届出時に「赤ちゃん訪問のお知らせ」

を全数配布しています。また、母親学級や

パパママ準備教室やホームページで周知し

ている。

関係機関と連携を図り、重層的に支援し

ている。

感染症対策を講じた上で、従来通りの赤ちゃん訪問を継続した。要支援家

庭については個別支援や母子保健事業で支援を継続するとともに、関係機

関との連携で切れ目のない支援を実施した。

要支援家庭の早期発見と、見守り機関と

の連携を強化する。
関係機関への事業周知を徹底する。

児童虐待の未然防止を目的に、訪問活

動を実施している団体を助成するため、、

本事業を実施している。

事業者が作成した当該事業のリーフレット

を、区の母子保健事業や施設等での配付

するなど、周知への協力を行っている。

ホームスタート実施団体が、内容や状況に

応じて児童相談所、区の虐待対応担当や

母子保健担当などへ連携している。

補助金の交付決定団体による、ホームビジター養成講座が実施できない事

が懸念されたが、開催時期を変更して講座を実施できたことにより、ほぼ計画

どおりの活動実績となった。

「豊島区子ども・若者総合計画」（ 令和２～６年度） 令和２年度実施状況における　子どもの権利保障に関する施策の検証

児童虐待防止に関する普及啓発や親子の孤立化防止・子育て力向上の取組を推進します。いじめ問題の解決に、地域全体で連携して取り組みます。

児童虐待やいじめの未然防止と早期発見に努めます。

令和4年9月7日

第３期第２回　豊島区子どもの権利委員会
参考資料
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新型コロナウイルス感染症の影響下においても変化なく、虐待については子ど

も家庭支援センターや児童相談所、いじめについては学校及び教育委員会

の所管課と連携を図り対応している。事業実施に支障をきたしたことはない。

主訴が異なるケースであっても、虐待やいじ

めが潜んでいる可能性を考慮し、相談活

動を展開している。

校長会や関係機関の研修会等の場で周

知を行っている。

虐待については子ども家庭支援センターや

児童相談所、いじめについては学校及び

教育委員会の所管課と連携を図り対応し

ている。

虐待やいじめは発見された場合、どのよう

な対応をしていますか。

新型コロナウイルス感染症の影響下で虐待・いじめの未然防止のために特

に力を入れたこと、または事業実施に支障をきたしたことを記入してくださ

い。

36

37
スクールソーシャルワーカー

活用事業
教育センター

学校と連携し、児童虐

待やいじめを受けている

児童・生徒を早期に発

見し、関係機関と連携

し支援を行います。

学校のみでは解決が困難な問題を抱える児

童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを派

遣し、家庭や地域社会、学校との協働体制の

整備や関係機関と連携を図るなど、環境改善

を行います。また、アウトリーチ（ 訪問型の支

援） を用い、児童・生徒の状況に応じた支援

を行います。さらに、地域や学校の特性を把握

し、不登校等の未然防止に寄与します。

スクールカウンセラー事業
指導課

教育センター

都公立学校スクールカ

ウンセラーを区立小・中

学校に派遣し、いじめ

や不登校などの未然防

止と早期発見に努めま

す。

都公立学校スクールカウンセラーを区立小・中

学校に派遣し、いじめや不登校などを未然に防

止するためのカウンセリングや教員への助言を行

います。また、区立幼稚園も対象に加え、教育

センター相談員によるスクールカウンセリングを行

います。

各学校において、年３回以上のいじめ防

止授業を行うとともに、人権への理解を深

めるため外部講師を招聘した授業を実施

している。

各学校を通じてチラシ等配布している。

区のいじめ防止対策推進条例、同基本方

針に基づき、学校いじめ防止対策推進基

本方針を制定し、組織的に対応している。

虐待についても都の虐待防止研修セットを

活用した研修を各校で行い、教員が虐待

を見逃さないよう注意している。

学期初めに必ず心のケアアンケートを実施し、その結果を踏まえた全員面接

を実施した。さらにその中で悩みがあると回答した児童・生徒についてはSCに

よる面接を行い、SCとのつながりを作るとともに児童・生徒の心身の正確な状

態を把握した。コロナ禍における家庭での虐待を発見する事例もあった。区立

幼稚園スクールカウンセラー事業に関して、これまで幼小連携の一環で小学

校の土曜公開事業を参観していたが、コロナの影響で実施できなかった。

子どもや子育て家庭の認知度や利用率を

向上させるため、どのような周知活動を

行っていますか。

事業の概要

事業№ 事業名 担当課 事業目標 事業内容

子どもの権利保障に関する項目

虐待やいじめを未然防止するために、特に

力を入れて取り組んでいることはあります

か。検討中の取組を含めて記載してくださ

い。

2



②相談・救済体制の整備

新型コロナウイルス感染症の影響下で子どもの相

談支援に特に力を入れたこと、または事業実施に

支障をきたしたことを記入してください。

子どもの権利保障に関する項目

事業名 担当課 事業目標 事業内容
子どもや子育て家庭の認知度や利用率を

向上させるため、どのような周知活動を

行っていますか

相談対応において、子どもと親の意向が

反する場合にどのような対応をしています

か。

他機関に繋ぐ必要がある相談を受けた際、どのような関係機関に繋ぎ、ど

のように解決を図っていますか

41

子ども若者総合相談事業

（ アシスとしま）
子ども若者課

子どもの相談へのハー

ドルを下げ、気軽に相

談体験することで将来

の重篤化を予防しま

す。

学校や就労、家族関係など様々 な困難を有す

る子ども・若者やその家族からの相談を受け付

ける総合相談窓口の運営や、アウトリーチによ

る相談を実施しています。

相談を受け、個々 の状況に合わせた支援を実

施します。また、関係機関や地域と連携し、必

要な支援へ繋げていきます。

人権擁護委員相談事業 区民相談課

人権擁護委員が、電

話相談を24時間・

365日実施します。

事業の概要

事業№

子どもが相談しやすいよう、力を入れて取

り組んでいることや留意していることはあり

ますか。検討中の取組を含めて記載してく

ださい

児童相談所の設置・運営 子育て支援課

児童相談所を設置し、

児童虐待に迅速・確

実に対応する体制を実

現します。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や

回復のために支援をします。また、権利侵害に

関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携

を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの

救済や回復に努めます。

児相開設前より専門研修を受講し、日々

の業務(派遣含む)を通し、実践を重ねて

いる。開設後、措置児童に対し都作成の

「子どもの権利ノート」「相談用はがき」(都

事業)を配布。児童福祉司が定期的に面

接し権利保障を確認する。一時保護所で

は児童用の意見箱の設置、子どもの権利

擁護委員との交流を検討している。

38

39

40

相談場所は子どもがアクセスしやすい所に

設定している。

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、子

どもを対象とした電話相談を、24時間・365日

実施します。

コロナ禍においても、ジャンプでの巡回相談、個別

相談は柔軟に対応した。

「子どもの権利擁護セン

ター（ 仮称） 」の設置
子ども若者課

子どもの権利侵害を予

防、救済します。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や

回復のために支援をします。また、権利侵害に

関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携

を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの

救済や回復に努めます。

子どもからの相談窓口となる拠点を普段か

らの子どもたちの居場所となる場所等に設

置し、そこに相談員を配置することで子ども

たちが気軽に相談できる環境を未然に整え

ることを検討している。

区HPや広報としまで周知するとともに、

SNSやチャットアプリ等、子どもに身近なも

のからアプローチできるような方法を検討し

ている。

子どもの権利を守ることを念頭におきながら

相互理解を求めていくが、生命等に関わる

場合は法的根拠に基づき、対応することが

想定される。

必要な聞き取り等を行ったうえで、学校や児童相談所や子育て支援課（ 子

どもの権利グループ） 等と連携し対応することが想定される。

児童及び保護者と接触する際の感染予防対策の

徹底を行った上で対応するが、対面やアウトリーチ

での対応困難となることが想定される。電話やWeb

上でも対応できる等、対面以外での対応方法を準

備しておくことを検討している。

子どもの権利擁護委員相

談事業
子育て支援課

子どもの権利侵害の相

談に応じ子どもの救

済、権利回復を図りま

す。

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や

回復のために支援をします。また、権利侵害に

関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携

を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの

救済や回復に努めます。

ジャンプの館内掲示やホームページで周知

している。

子どもの権利を守ることを第一に対応し、

必要に応じて保護者との面談を実施してい

る。

子どもの権利グループと連携を取りながら必要な支援が受けられるよう対応す

る。

特になし。

子どもに関する相談事業

要保護児童地域対策協議会実務者会

議にて開設準備の状況を報告している。

開設年度は同協議会の登録機関の施設

長会を中心に事業案内、区民向けに広

報、パンフレットによる配布物において開設

案内を行う予定である。

子どもの権利を守ることを第一にしつつ、親

面談・子面談を実施していく。
子どもの権利グループとの連携、情報共有し役割分担をしている。

会議が開催されにくかったため、特に気になるケース

については電話等で連絡を密にとるように心掛け

た。

児童向けのPR動画を配信している。
SOSカードの配布、SNSを有効活用してい

る。

子どもの権利を守ることを第一に対応し、

必要に応じて保護者との面談を実施してい

る。

子どもの権利グループとの連携、情報共有し役割分担をしている。 特になし。

広報としまや区ＨＰなどで人権擁護委員

について周知することで、相談しやすい環境

作りに努めている。

公立小中学校で児童生徒に配付している

タブレットパソコンでアシスとしまに直接相談

できるツールを作成している。

基本的には児童福祉司が専門職、関係

機関の関わりを調整しながら対話を通し、

相互理解を求めていくが、安全、生命等に

関わる場合は法的根拠に基づき、児童相

談所の判断で対応することがある。

区外児童に関わるケースを受理した場合は、児童の安全を迅速に確認した

うえで、所管児童相談所へ送致する。

緊急な対応が必要なケースでは、警察署や裁判所と連携し、迅速に児童の

安全を確保できるよう努める。

児童及び保護者と接触する際の感染予防対策の

徹底を行う。

新型コロナウイルス感染症を理由に児童相談所の

訪問や面接を拒否する家庭が出てくることが予想さ

れ、児童の安全確認に支障をきたす恐れがある。

広報としまや区ＨＰなどで周知している。
人権擁護委員が、相談内容に応じて適切

な関係機関につないでいる。
人権擁護委員が、相談内容に応じて適切な関係機関につないでいる。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、法務省

から対面による相談を休止するよう連絡があったた

め、休止している。しかし、新型コロナウイルス感染

症が流行する前から実施している電話相談につい

ては、継続して実施できている。

子育て支援課

東西子ども家庭支援

センターを中心に子ども

に関するあらゆる相談

を受け、迅速に対応・

支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆる相談を

面接、電話、Eメールなどで受けています。

来館の場合は部屋の設定を工夫。未就

学児の場合は特に、対象児が落ち着くもの

を用意する。

言葉遣い、話し方について等、OJTや研修

でスキルを身につける。

育児訪問、センター講座、センターだより、

SNS等を有効活用している。

42

43

44

公立小中学校の卒業時のアシスカードの

配付や、SNSなど子ども若者に届きやすい

方法で情報を発信している。

親がして欲しいことではなく、子どもがどうした

いかに寄り添う支援を行っている。親から相

談があった場合も、本人から連絡してもらう

ように伝えている。

障害者福祉課、くらししごとセンター、保健所、女性相談、CSWなど、支援

する中で必要な部署と連携しながら支援し、就労のみでない自立を目指す。

対面での支援を極力控えていた時期は電話で定

期的に状況等の話を聞き相談を受け、困難な状

況下でも繋がっていることを伝えた。アウトリーチにつ

いては開催している子ども食堂がほとんどなかったた

めほぼ実施できなかった。また、情報発信を強化

し、広報、ホームページ、SNS、メルマガに掲載し、

大型ビジョンに映像を流した。

子どもからの専用電話相談 子育て支援課

フリーダイヤルで相談で

きることを周知し子ども

からの相談を受けま

す。

18歳までの子どもを対象に、友だちや家族に関

することなど様々 な悩みや心配事について、子ど

も専用のフリーダイヤルでの電話相談を行ってい

ます。

45 子ども家庭女性相談事業 子育て支援課

DV被害者,ひとり親等

の安定した生活が送れ

るよう自立支援を行い

ます。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者を一時保

護し、安定した生活が送れるようにします。他

部署と連携して女性や子どもの権利を守るた

め、ひとり親家庭及び女性に対する相談・指

導、援助を行います。

虐待が疑われるこどもに対して、こどもの権

利グループと連携しこども目線での相談も

同時に行っている。

ホームページ、リーフレットを作成し、周知し

ている。

子どもの権利グループとの連携で、それぞれ

の立場での処遇検討を行っている。
子どもの権利グループとの連携、情報共有し役割分担をしている。

目標

内容 子どもが相談しやすい体制を整備するとともに、被害を受けた子どもの保護を行います。

虐待やいじめを受けた子どもの相談・救済を図ります。

3



①子どもの居場所の充実 ※調査項目は「豊島区子ども若者総合計画」の掲載事業より抜粋

目標 子どもの居場所を充実します。

内容 施設整備の検討、既存の居場所事業の内容を充実します。

子どもスキップの運営・改築

事業の概要 子どもの権利保障に関する項目

事業№ 事業名 担当課 事業目標 事業内容

11 中高生センターの運営 子ども若者課

中高生の放課後の居

場所を提供し、自主的

な活動を支援します。

中高生等が音楽、スポーツ活動、友だちとの語

らいや情報交換などを行う場として中高生セン

ターを運営し、自主的な活動や社会参加等を

支援します。また、中高生の心身が傷つけられ

ないよう、関係諸機関や団体と連携して、その

予防や早期発見に努めています。

14 子ども食堂ネットワーク 子ども若者課

子ども食堂で食事の提

供だけでなく、居場所とし

ての機能を充実させま

す。

地域で活動する「子ども食堂」の連絡会「としま子ど

も食堂ネットワーク」への情報提供や広報の支援を

行います。子ども食堂の運営方法等、運営者同士

が情報交換を通して安全に支援活動の輪を広げて

いきます。

子ども食堂は地域の団体や個人がボランティアで運営している。子どもやその保護者が顔を合わせながら会食をすることで地域の人とも繋がれ、安心して過ごせる居場所としての機能がある。会食型で実施していた子ども食堂のほとんどがコロナ禍により中止していた

が、食材やお弁当の配付に変更して実施する子ども食堂もあった。お弁当の配付では容器代等費用がかかるため、事前予約で配付数を制限しているのが現状である。

新型コロナウイルス感染症の影響下で工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと、また事業実施に支障をきたしたことをご記入ください。さらに、外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだことがあればそのことも記入してください。

【ジャンプ東池袋】

緊急事態宣言により、約１か月の休館となった。その間、相談のみ来館可、また近隣への巡回や電話での安否確認を行った。

再開後も利用人数の制限や、施設内の使用制限を実施した上での開館。例年実施していた大型イベント(サマフェスなど)も2年連続で中止となったが、夏休みには来館した中高生が、その日楽しめるよう遊びを発展させるなど、日常に変化を持たせた。

中高生の文化活動の一つ、音楽イベントがなかなか実施できていない。学校の文化祭での発表が中止になったため何かできないか? との声を聞く。どのような形で音楽イベントを実施できるか検討中である。

【ジャンプ長崎】

緊急事態宣言に伴う休館中（ Ｒ3.4/26-5/30） は、対応を要する中高生に対し相談来館を認め、個別短時間で相談に応じた。オンライン授業など対面でない環境でのストレスを抱える高校生等が「居場所」を求めている現状に対し、制限下ではあるが出来る

限りの対応として、予約のいらない個別対面相談を実施してきた。

約2年間に及ぶ感染症対策のための利用制限・休館の影響で、バンド活動をする高校生の利用が激減する状況となってしまった。高校生にとって、学校等でもバンド活動の発表の場を失い練習のモチベーションも下がっていることも要因の一つだが、「ジャンプのある

日常」が代々 軽音学部等の中で引き継がれてきた流れが断ち切られた状況である。利用回復を図り、音楽イベントの実施や学校等へのＰＲを実施したいが、感染症対策の観点からどう判断すべきか悩ましいところ。

12 放課後対策課

小学生の放課後の居

場所を提供し、放課後

児童支援員の指導の

もと、安心・安全な遊

びを通じて子どもたちの

交流を図ります。

小学生の放課後の安全・安心な居場所とし

て、区立小学校22校に、校舎内、敷地内また

は隣接地にて、学童クラブの機能を持たせた子

どもスキップを運営しています。また、別棟建設

などで利用者数増加に対応するなど施設面で

の改善を図り、より一層安全・安心な環境を整

えています。

令和2年4月10日～5月31日まで区立小学校の臨時休業に伴い、学童クラブも臨時休業となった。ただし、医療従事者・警察関係者・消防関係者などに従事している世帯や一人親世帯などで保育が必要な家庭に対して、全スキップを応急利用を実施。

一般利用は感染拡大防止のため令和2年3月から一時休止していたが、人数や日数など利用を一部制限し、「スキップの日」として段階的に再開。

13 放課後子ども教室事業 放課後対策課

小学校の施設を活用し

た安全・安心な活動拠

点づくりを進め、地域住

民の参加と協力を得て、

体験・交流活動の推進

に取り組みます。

区立小学校において、放課後や週末等に、地域

住民の参加と協力を得て、子どもたちを対象に学習

やスポーツ・文化活動、交流活動等を行います。

令和2年3月より、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止しているが、区立小学校に通う児童を対象に「G Suite for Education」を活用した『おうちで子ども教室』の動画配信を実施している。また、動画配信を継続しながら、感染症対策を徹底した対面

での教室再開の準備も進めている。

（ 3） 子どもの居場所・活動の充実
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②屋外遊び場の充実

子どもの遊び場の充実を図ります。

内容

事業の概要 子どもの権利保障に関する項目

事業№ 事業名 担当課 事業目標 事業内容 新型コロナウイルス感染症の影響下で工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと、また事業実施に支障をきたしたことをご記入ください。さらに、外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだことがあればそのことも記入してください。

15 プレーパーク事業 子ども若者課

子どもたちが屋外で安全

に楽しく遊べる機会の充

実を図ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができるプ

レーパーク（ 冒険遊び場） 事業を推進します。池

袋本町プレーパークの他、身近な地域で冒険遊び

などを体験できるよう、出張プレーパークを実施しま

す。また、池袋本町プレーパークは、子どもが自由に

過ごし、自分らしく、ゆったりと安心できる場所として

の機能も併せ持ちます。

緊急事態宣言時に一時開催しない期間もあったが、公園内にプレーパークを設置しているためプレーパークを開催していなくても、遊びに訪れる子どもたちが多くいた。開催時はプレーリーダーによりマスクの着用を促したり、手洗いの声かけするなど、感染対策を行っ

た。出張プレーパークについてはコロナ禍により公園での実施ができなかったため、利用者が特定できる保育園、スキップのみでの実施となった。

18
「としまキッズパーク」の整

備・運営
公園緑地課

障がいがある子もない子

も安心して遊べる場の充

実を図ります。

目標

既存の取組の推進するとともに、安心安全な屋外遊び場の整備を検討します。

造幣局跡地の一部を、令和2年9月から令和6年

度まで「としまキッズパーク」として整備・運営します。

公園内には「ミニトレイン」を走らせるとともにインク

ルーシブ遊具を整備し、子どもが安心して遊べる場

にします。

緊急事態宣言下において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時期閉園した期間もあったが、再開後、入場人数をより制限し、マスク着用の呼びかけ、消毒液の設置等を実施し、安心安全な子供の遊び空間の確保を行った。

16 小学校開放事業 放課後対策課

児童の身近で安全な遊

び場として、小学校の校

庭を開放します。

放課後や学校休業中の児童の身近で安全な遊び

場として、小学校の校庭を開放します。
遊具の消毒、手洗いや手指消毒、密にならないよう声かけ等の新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、校庭開放を実施し、児童の遊び場確保に努めた。

17
公園・児童遊園新設改良

事業
公園緑地課

近くの公園対し区民満

足度が増し、子どもたちが

利活用したいと思う公園

を整備していきます。

既設の区立公園・児童遊園においては、子育て世

代を含めた住民ニーズ等を踏まえ、再整備を検討

します。また、学校跡地等を活用して地域の活動

拠点となる近隣公園等を整備します。

中小規模公園を中心に地域の活性化並びに活用することを踏まえ、現状の把握及びコロナ禍後のモデル公園整備等が迅速に対応できるよう160園ほど現地調査を実施し、再整備等の検討を行いました。またコロナ禍で、モデル事業としてのイベント等が実施でき

ず、ニーズなどの実態把握ができませんでした。
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③活動・体験機会の充実

内容

親子や家族がアート・カル

チャーに触れる機会を応

援します。

「変身」をキーワードに演劇・ダンスの手法を使ったプ

ログラム「マジカルへんしん教室」、親子が同級生に

なって授業を楽しむ「としまおやこ小学校」など、子育

て世代を対象に、ワークショップや演技・演出など舞

台芸術を体験する事業を実施します。また、子育て

世代のアート体験をサポートする託児所と子どもの

アート体験が合体した「アート体験支援型託児

アートサポート児童館」を実施します。

目標

19
子どものための文化体験プ

ログラム

文化デザイン課

保育課

子どもたちが多彩な文化

芸術が体験できる機会を

提供します。

区とNPO法人が協働して、次代の文化の担い手で

ある子どもたちを対象に文化芸術に触れるワーク

ショップ等のアートプログラムを展開します。

参加型ワークショップを中心に人数制限を設けたほか、オンライン（ ZOOM） 配信などを行い、コロナ禍でもできる限り子どもたちがアート（ 音楽・ダンス・造形・演劇等） に触れ合う機会を提供した。「言語」が分からなくても、音を奏でたり、体を動かしたりと、アーティ

ストたちがどんなお子様・家族でも楽しめるよう工夫をした。一方、オンラインでは回線の不具合など、うまくコミュニケーションが取れないトラブルもあったため、情報インフラを整えることが課題となった。

また、保育園プログラムでは、原則マスク着用(短時間の発声を伴わないデモンストレーション披露や熱中症が予期される場合などをのぞく)や、ソーシャルディスタンス確保を徹底した。具体的なプログラムの内容でも、ソーシャルディスタンスを保つことをゲーム感覚で捉

えられるようにしながらそれが表現につながるような身体表現や、ゆっくりした動きの表現、あるいは繊細な音に注目するようなワークを実施するなど、感染対策を取った上で児童の豊かな文化体験の機会となるよう工夫しながら事業を実施した。

20 次世代育成事業助成 文化デザイン課

家庭や学校や習い事とは

別の場所でアーティスト

や、同世代の仲間たちと

一緒に楽しい時間を過ご

す中で、創造力・表現

力・発想力・コミュニケー

ション力を磨きながら、健

やかな身体と感性豊かな

心を育みます。

区内の子どもたちが気軽に美術や音楽、ダンスな

ど、様々 な芸術に触れ、親しむ場と機会を提供しま

す。（ としま未来文化財団助成事業）

コロナ禍においてもアートに触れられる機会を可能な限り作り出すことを目的として新しい事業形態にチャレンジした。

①「アートサーカス」としてこれまで対面でワークショップを実施していたものはオンライン化し、音楽とコマ撮りアニメーションをZOOMを利用して行った。音楽は音を集めるワークショップを実施したが、ZOOMではできることに制限があり、難しい部分もあった。逆にコマ撮りア

ニメーションは普段対面が難しい子どもでも参加できるオンラインの新しい可能性が感じられた。

②0歳～2歳児の親子対象のミニシアターやワークショップは感染対策を万全にし、屋外や広い空間での実施に変更し、参加者数を絞って対面実施にこだわった。毎回2～3倍の応募があるため、コロナの影響で親子で出かける場所が少なくなって孤立化することが

ないよう、親子の交流の場づくりに寄与した。

③こどもスキップやこども食堂などにアーティストを派遣するアウトリーチ事業は休止し、アートキットを配布しWeb環境が整っていない家庭でもできるアート体験の機会を創出した。キットを使った作品を募集し、アーティストに大きなパネル絵にしてもらい、区内施設の巡

回展示を実施した。

④こども日本舞踊教室では、感染対策を万全にし、対面での稽古を実施。発表会は家族や関係者のみに限定し行った。コロナ禍でも体験の場を求められており、5倍の応募があった。

21 アトカル・マジカル学園 文化デザイン課

事業の概要 子どもの権利保障に関する項目

事業№ 事業名 担当課 事業目標 事業内容 新型コロナウイルス感染症の影響下で工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと、また事業実施に支障をきたしたことをご記入ください。さらに、外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだことがあればそのことも記入してください。

「としまおやこ小学校」では、コロナ対策について事前に参加者へご案内をお送りし同意いただく等、参加者も一緒に意識をしてもらうように心がけた。会場へ入る前の手洗いの徹底、体調確認、検温、消毒、マスク着用の徹底、毎回アナウンスにて注意喚起等を行っ

た。工夫した点としては、密な接触は親子間のみとし、他者との身体的な接触はなるべく避けるようにしたり、会場を広く取り開放感を心掛けた。「交流」をテーマにしたプログラムのため、他者との接触を無くすことは主旨が変わるため難しいかったが、できるだけ距離感

や時間などで密な接触を避けて実施した。また外国にルーツを持つ子も歓迎しているが、現状としてこれまで該当者がいない。今後は、告知パンフレットも英語版を作るなどを検討している。、また、子ども向けではないが、平成31年に日本国籍以外の方を先生として

お招きし、文化の違いを体験する授業を実施している。

「アートサポート児童館」では、当日、検温の指先消毒の徹底のほかに、事前に会場の消毒を徹底し行った。また基本的に密にならないよう、子どもひとりに対してサポートの大人がひとりのマンツーマン体制を取っている。一方で、マスク着用の徹底を測っているが、時

折苦しそうな姿を見ると成長期の彼らのへの影響が気がかりである。兄弟以外とは交流がない形での実施は彼らの経験の幅を狭めてしまっており、安全性との中でとても悩ましい状況である。

また、毎年外国籍の方向けに英語のプログラム説明を用意していることもあり、会話や内容の説明等で不都合が生じたことはない。当プログラムは工作体験がメインのため、国籍に関係なく、言葉を超えて、参加者には楽しんでいただいている。

子どもの読書機会の提

供します。

子どもの読書活動を推進するため、図書館でのお

はなし会をはじめ、区立保育園・幼稚園、小・中学

校などを訪問、あるいは図書館に招待しての読み

聞かせや、図書館利用の案内などを実施します。ま

た、読み聞かせボランティア育成のための講習会を

開催します。

＜工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと＞

・新型コロナウイルス感染対策のガイドライン、事業の意図を周知し、事業実施の際は遵守する。

・感染対策用品を会場に常備。消毒の徹底、少人数競技は各自に消毒液を配布。

・使用する器具は使用前後で消毒。各自のもの、その他のもので混ざらないようにする。

・高強度の運動はなるべく控え、マスクの着用を徹底。競技中以外は原則マスク着用。

・コロナ禍でも、礼儀作法を学ぶこともあり弓道体験希望者は多く、特にジュニア層（ 小中学生） の父兄からの問合せも多かったため、上述感染対策を講じ、実施した。

＜事業実施に支障をきたしたこと＞

・事業実施の判断を直前まで伸ばしていたため、広報期間の確保が難しかった。

・緊急事態宣言が長かったせいもあり、多くの事業が中止せざるを得なかったので楽しみにいてくれていた子供達ががっかりした。

・事業そのものをオンラインで開催することが難しい場合もあり、感染症の拡大状況によっては対面で行なう事業をいくつか中止せざるを得なかった。柔道会の事業はすべて中止。

・入場者制限のため、「広報としま」等の一般公募はせず、参加者は各チームの声掛けにより募ることになった。新規参加者の機会喪失。

・令和2年度は、コロナ禍により事業が行われず、新たな審判員発掘が出来なかった。（ 少年野球）

＜外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだこと＞

・外国にルーツをもつ子ども達に対しては、特段効果的な取り組みを実施しているわけではないが、事業への参加希望があれば柔軟に対応していきたい。

・今回（ 今年度） の親子弓道教室では、外国人受講生はなし。しかし、全日本弓道連盟では、指導の手引書である「弓道教本」の英語版も作成しており、それを購入して海外からの弓道体験希望者には指導対応している。これまでの一般社会人（ 外国人）

の見学者にはそのような対応をしており実績もあり、実際に、当連盟には中国人、台湾人、韓国人、スウェーデン人の会員が現在も加盟している。（ 弓道連盟）

22

子どもが文化や芸術、スポーツなど多様な体験ができる機会を提供します。

子どもの体験機会の充実を図ります。

図書館おはなし会・読み聞

かせ事業
図書館課
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15 【再掲】プレーパーク事業 子ども若者課

子どもたちが自由で豊か

な体験ができる機会の充

実を図ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができるプ

レーパーク（ 冒険遊び場） 事業を推進します。池

袋本町プレーパークの他、身近な地域で冒険遊び

などを体験できるよう、出張プレーパークを実施しま

す。また、池袋本町プレーパークは、子どもが自由に

過ごし、自分らしく、ゆったりと安心できる場所として

の機能も併せ持ちます。

23 生涯スポーツ推進事業 学習・スポーツ課

年齢や性別を問わず、ス

ポーツに親しみ、楽しめる

機会を提供し、スポーツ

人口の増加を目指しま

す。

子どもが体を動かすことが好きになるよう各種のス

ポーツを体験する機会を提供するとともに、地域のス

ポーツ指導者を対象として、スポーツ理論や実践の

講習を行い、スポーツリーダーを育成します。

＜工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと＞

・新型コロナウイルス感染対策のガイドライン、事業の意図を周知し、事業実施の際は遵守する。

・感染対策用品を会場に常備。消毒の徹底、少人数競技は各自に消毒液を配布。

・使用する器具は使用前後で消毒。各自のもの、その他のもので混ざらないようにする。

・高強度の運動はなるべく控え、マスクの着用を徹底。競技中以外は原則マスク着用。

・コロナ禍でも、礼儀作法を学ぶこともあり弓道体験希望者は多く、特にジュニア層（ 小中学生） の父兄からの問合せも多かったため、上述感染対策を講じ、実施した。

＜事業実施に支障をきたしたこと＞

・事業実施の判断を直前まで伸ばしていたため、広報期間の確保が難しかった。

・緊急事態宣言が長かったせいもあり、多くの事業が中止せざるを得なかったので楽しみにいてくれていた子供達ががっかりした。

・事業そのものをオンラインで開催することが難しい場合もあり、感染症の拡大状況によっては対面で行なう事業をいくつか中止せざるを得なかった。柔道会の事業はすべて中止。

・入場者制限のため、「広報としま」等の一般公募はせず、参加者は各チームの声掛けにより募ることになった。新規参加者の機会喪失。

・令和2年度は、コロナ禍により事業が行われず、新たな審判員発掘が出来なかった。（ 少年野球）

＜外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだこと＞

・外国にルーツをもつ子ども達に対しては、特段効果的な取り組みを実施しているわけではないが、事業への参加希望があれば柔軟に対応していきたい。

・今回（ 今年度） の親子弓道教室では、外国人受講生はなし。しかし、全日本弓道連盟では、指導の手引書である「弓道教本」の英語版も作成しており、それを購入して海外からの弓道体験希望者には指導対応している。これまでの一般社会人（ 外国人）

の見学者にはそのような対応をしており実績もあり、実際に、当連盟には中国人、台湾人、韓国人、スウェーデン人の会員が現在も加盟している。（ 弓道連盟）

緊急事態宣言時に一時開催しない期間はあったが、開催時はマスクの着用や手洗いの声かけを行いながら実施した。子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができる池袋本町プレーパークでは、紙粘土遊びやどんぐり工作といった、普段と違った遊びを体験ができ

るイベントを実施した。保育園やスキップで実施した出張プレーパークでは子どもの発想で自由に遊べる、段ボール遊びなど行った。
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④学習支援の充実

学習支援が必要な子どもに学習機会を提供します。

区による補習や民間団体による無料学習支援を実施します。内容

としま未来塾 指導課

コミュニティ・スクールを中

心とした地域人材の活用

により、学習支援が必要

な子どもに学習機会を提

供し、学力の定着や高

等学校等への進学に繋

げます。

様々 な事情等により学習習慣が十分に身に付いて

いない、学習の仕方が分からない生徒の学習をタブ

レット型PCを活用して支援し、学力の定着や希望

する高等学校等への進学に繋がるよう支援を図りま

す。

24

コミュニティソーシャルワー

カーによる子どもの学習支

援

福祉総務課

子どもの学習習慣の習

得を図るとともに居場所と

なる場を提供します。

コミュニティソーシャルワーカーが関係機関や地域住

民、ボランティア等の協力を得て、公共施設におい

て要支援家庭等の子どもの学習支援を行います。

事業名 担当課 事業目標 事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、学習会の大半が開催中止となったが、一部の学習会では、月に1回お便りを発行し、返信ハガキを同封することにより、ボランティアと子ども達の関係性の継続に努めた。

25 緊急事態宣言期間中は事業を中止したため年間開催回数が例年に比べ少なくなったが、実施時には、消毒液・マスクの準備や、密を防いだ会場運営を行った。また、令和３年度に向けて、会場の増やボランティア団体との協議を実施した。

目標

事業の概要 子どもの権利保障に関する項目

事業№ 新型コロナウイルス感染症の影響下で工夫して取り組んだ点や特に力を入れたこと、また事業実施に支障をきたしたことをご記入ください。さらに、外国にルーツを持つ子ども達のために特に取り組んだことがあればそのことも記入してください。

各学校が放課後や長期

休業期間に実施している

補習授業を支援します。

各学校が放課後や長期休業期間に実施している

補習授業を支援するため、大学生等を補習支援

チューターとして配置します。

緊急事態宣言期間中は事業を中止したため年間開催回数が例年に比べ少なくなったが、実施時には、消毒液・フェイスシールドの準備や、密を防いだ会場運営を行った。

28
としま子ども学習支援ネット

ワーク「とこネット」
福祉総務課

毎月の定例会において、

子ども達の学習指導にお

ける情報共有と意見交

換を実施することで、効

果的な支援を実施しま

す。

地域で活動する無料学習支援団体をネットワーク

化し、としま子ども学習支援ネットワーク「とこネット」

を設立。共通する課題及び効率的な運営のノウハ

ウを共有する場を設けるとともに活動を支援します。

コロナ禍において、3密を防ぐなど対策を行う中で、こども支援においても教室の休止など行わざるを得ない期間もあった。そのような中で、とこネット定例会についてはオンライン開催などの工夫により、情報共有等を効果的に行った。

外国にルーツを持つ子ども達への支援については、ネットワークの構成団体に支援する団体があり、その団体へつなぐなど連携して対応するようにしている。

ひとり親家庭等の子どもに

対する学習支援事業
子育て支援課

ひとり親世帯の子どもの

学力向上のみならず、世

帯の生活向上につなげま

す。

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的に利用でき

る学習会を実施し、学習指導、進路、将来の希望

等に関する助言、不安・悩みの相談に応じます。ま

た、ひとり親相談員との連携により保護者・家庭等

に関する生活支援を行います。

通常2時間を２コマにわけ、半分の人数にして学習を行った。

また、緊急事態宣言下、学級閉鎖期間など来所ができない期間は、オンライン授業も導入し、つながりを切らさないよう努力をおこなった。
27

26
小・中学校補習支援

チューター事業
指導課
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